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唐澤執行部 ( 平成 18・19 年度 )
　平成 18 年 4 月 1 日の第 114 回日医定例代議
員会における会長選挙で、唐澤氏 ( 東京都医師会
長 ) が 198 票を獲得して現職の植松氏 (152 票 )
を 46 票差で破って当選。第 17 代日医会長に就
任した。この日医会長選挙については、｢自民党
との関係修復が争点 ｣を指摘する報道が多く、報
道関係の注目を集めた。
　また、4月 1日より診療報酬改定があり、3.16％
の引き下げ ( 本体－ 1.36％、薬価等－ 1.8％ ) は
過去最大の引き下げ幅となった。介護保険につい
ても 0.5％の引き下げが行われた。

医療制度改革関連法への附帯決議
　6月 14 日の参議院本会議において可決、成立
した医療制度改革関連法は、医療保険関連法 5
本及び医療提供体制関連法 7本から成り立って
おり、医療費適正化についての総合的な対策 ( 医
療費抑制政策 ) が盛り込まれているのが特徴的
で、医療の分野では戦後最大の改革といわれる。
　この法案については、素案・原案として平成
17年 10月 19 日に厚労省による ｢医療制度構造
改革試案 ｣ が発表され、これを受けて 6週間後
に政府・与党による ｢医療制度改革大綱 ｣がまと
められ、この中には平成 18年度診療報酬の大幅
引き下げも明記されている。これらの国の動きに
対して植松執行部は、国民医療推進協議会による
｢患者負担増反対 ｣の署名運動を展開。平成 18
年 1月 24 日、1,764 万人分の署名を衆・参両議
院議長に提出したり、2月 2日には ｢医療関連法
案改正に関する要望書 ｣を中川自民党政調会長に
提出した。
　参議院厚生労働委員会は、医療制度改革関連法
案採決後、療養病床医療区分の調査・検証などを

盛り込んだ 21項目の附帯決議を採択した。その
いきさつについて、武見敬三参議院議員は ｢永田
町Med レポート ｣の中で次のように記している。
｢医療制度改革法案は日本医師会の前執行部の段
階ですでに出来上がっており、法案自体に手を加
えることは不可能な段階だった。衆議院では附帯
決議を採択できる状況になかったことから、当時
法案を軌道修正する手段は参議院厚生労働委員会
で附帯決議を設けることしかなかった。日本医師
会の唐澤会長をはじめとする現執行部の働きかけ
によって自民党との関係も良好となった結果、医
療制度改革法案に対し、例えば、全ての転換を希
望する介護療養病床及び医療療養病床が老健施設
等に確実に転換し得るために、各般にわたる必要
な転換支援策を講じること等を含む 21項目の附
帯決議を付けることができ、単純な医療費抑制政
策に一線を画す政策基盤を確立した。この附帯決
議を根拠とし、今後対応していくことになる」。
　この 21項目の附帯決議については、武見・西
島両参議院議員と唐澤新執行部の竹嶋日医副会長
らが徹夜でチェックし修正したときいている。

「骨太の方針 2006」への対応
　6月 26 日、政府・与党の財政・経済一体改革
実務者協議会は歳出改革案をまとめ、社会保障
費については今後 5年間で国と地方合わせて 1.6
兆円削減することを明記。政府はこれを ｢骨太の
方針 2006｣ に盛り込む方針とした。
　これに対して、6月 26 日、日医の中川常任理
事は記者会見して ｢そもそも社会保障関係費の伸
びと国債発行残高の増加額は全く関係がない ｣と
述べ、国債の減額を社会保障関係費に押しつけよ
うとする政府に強い疑問を投げかけている。
　7 月 7 日、経済財政諮問会議は ｢ 骨太の方針

　平成 21 年 9 月の政権交代から 2か月、民主党を中心とした政府・与党は次期診療報酬の
大幅引き上げを公約に掲げていたが、短期間のうちに「財務省による 3％引き下げ方針」の
新聞報道なども出て、介護を含めた社会保障費投入の話は急速にトーンダウンしていく気配
がある。
　「医療費抑制政策の流れに対する歴代日医会長の対応についての 3回目。植松執行部に続
いて、今回は唐澤執行部の 1期目 2年間の対応について述べてみたい。

続・医師会はいかにあるべきか (21)続・医師会はいかにあるべきか (21)
会長　木下敬介会長　木下敬介
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医師年金のおすすめ

◆日本医師会が会員のために運営する年金です。　　◆

◆会員医師とご家族の生涯設計に合わせた制度です。◆

制度設計から募集、資産運用等のすべてを日本医師会で運営しています。

◆◆◆　医師年金の特徴　◆◆◆

その１　積立型の私的年金
●掛金として積み立てた資金を、将来自分の年金として受け取る制度です。
●公的年金のように若い人の掛金で老人を支える制度ではありません。

その２　希望に応じて自由設計
●医師年金は掛金に上限がなく、いつでも増減が可能です。
●余剰資金をまとめて掛金とすることもできます。

その３　受取時期や方法が自由
●年金の受給開始は、原則 65歳からですが、75歳まで延長できます。
　また、５６歳から受給することも可能です。
●年金のタイプは、受給を開始する際に選択できます。
　（15年保証期間付終身年金、5年確定年金、10年確定年金、15年確定年金）

その４　法人化しても継続可能
●勤務医・開業医（個人・法人）に関係なく、日医会員であるかぎり継続的
　に加入できます。

＜問い合わせ先＞　資料請求、質問、ご希望のプランの設計等何でもお気軽にご相談

ください。　

　日本医師会　年金・税制課

TEL：03(3946)2121( 代表 )　　　　　　FAX：03(3946)6295

（ホームページ：http://www.med.or.jp/）　　(E-mail：nenkin@po.med.or.jp)

◆◆◆　医師年金の特徴　◆◆◆

その１　積立型の私的年金
●掛金として積み立てた資金を、将来自分の年金として受け取る制度です。
●公的年金のように若い方の掛金で老人を支える制度ではありません。

その２　希望に応じて自由設計
●医師年金は掛金に上限がなく、いつでも増減が可能です。
●余剰資金をまとめて掛金とすることもできます。

その３　受取時期や方法が自由
●年金の受給開始は、原則 65歳からですが、75歳まで延長できます。
　また、56歳から受給することも可能です。
●年金のタイプは、受給を開始する際に選択できます。
　（15年保証期間付終身年金、5年確定年金、10年確定年金、15年確定年金）

その４　法人化しても継続可能
●勤務医・開業医（個人・法人）に関係なく、日医会員であるかぎり継続的
　に加入できます。
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今月の 視点今月の 視点

理 事 茶 川 治 樹

学校における

アレルギー疾患管理の意義と課題

　平成 20年度から学校におけるアレルギー疾患

の児童生徒に対する取り組みが始まり、個々の児

童生徒について症状などの特徴を正しく把握する

ための一つの手段として学校生活管理指導表（ア

レルギー疾患用）が導入された。そこで、学校生

活管理指導表（アレルギー疾患用）の活用のポイ

ントと課題を取り上げる。

「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」開始
の経緯
近年、児童生徒を取り巻く生活環境や疾病構

造の変化などに伴い、児童生徒におけるアレル

ギー疾患の増加が指摘されている。このため、今

後の学校におけるアレルギー対策のための支援方

策の検討を行い、その対策の推進を図ることを目

的として、平成 16年に財団法人日本学校保健会

に調査研究委員会が設置された。

この委員会では、公立の小中高等学校に対す

る実態調査を実施し、その結果の分析・評価等の

検討を行い、平成 19年に報告書をまとめた。そ

れによると、平成 16年時点で、公立の小中高等

学校に所属する児童生徒のアレルギー疾患の有病

率は、気管支喘息 5.7% 、アトピー性皮膚炎 5.5% 、

アレルギー性鼻炎 9.2% 、アレルギー性結膜炎

3.5% 、食物アレルギー 2.6% 、アナフィラキシー

0.14% であることがわかった。このことは、アレ

ルギー疾患はまれな疾患ではなく、学校やクラス

に各種のアレルギー疾患をもつ児童生徒がいるこ

とを前提とした学校保健の取り組みが求められる

ことを意味する。学校でのアレルギー疾患への取

り組みを進めるに当たっては、個々の児童生徒へ

の取り組みが医師の指示に基づくものとなるよう

な仕組みをつくり、学校における各種の取り組み

が医学的根拠に基づいて、安全で効率的な方法で

実施されるべきであることが提言された。

具体的に学校がアレルギー疾患の児童生徒に

対する取り組みを進めていくためには、学校生活

での配慮や管理に活かすことのできる個々の児童

生徒の詳細な情報を把握していく必要がある。そ

の方策として、主治医によって記載され、保護者

を通じて学校に届けられるアレルギー版の学校生

活管理指導表を用いた仕組みが提言された。既存

の心臓や腎臓の学校生活管理指導表と同様に、ア

レルギー疾患対応の学校生活管理指導表が有用に

活用され、アレルギー疾患をもつ児童生徒が、学

校生活を安心して送ることができるようにするに

は、医師の協力が不可欠であるとしている。

「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」の運
用方法
学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）は、

原則として学校における配慮や管理が必要だと思

われる場合に使用されるものである。対象となる

アレルギー疾患は、気管支喘息、アトピー性皮膚

炎、アレルギー性結膜炎、食物アレルギー・アナ

フィラキシー、アレルギー性鼻炎の 5つである。

このうち気管支喘息や食物アレルギー・アナフィ

ラキシーは緊急の対応を要する疾患で、特にアナ
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【病院概要】
関門医療センターの前身は陸軍病院で、1891

年（明治 24 年）に開設されました。1945 年に

厚生省に移管され国立下関病院となり、2000 年

には、旧国立山口病院と統合、2004 年に独立行

政法人化を機に、現在の「関門医療センター」に

なりました。本年 4月に新病院が竣工し、嘗て

長門国の国府が置かれ、近代に至って明治維新の

幕開けを奏でた歴史の街、下関市長府に移転いた

しました。地上 7階建て免震構造で、8月には大

型ヘリポートも整備され、災害時にも万全の体制

を備えています。

　当センターはこの 7年間“患者さま本位の医

療改革”に最大の努力をしてまいりました。その

取り組みは、職員の機知と日々の努力の軌跡でも

あります。地域の皆様方や関係者からも、「国立

病院は変わった」と温かく評価されています。現

在はさらに一歩進めて、患者様が生活する場所『地

域』にしっかりと根をおろした患者様本位の病院

づくりを進めております。

今日、わが国で最大の健康課題は生活習慣病の

克服です。当地でも、がん、心臓病、脳卒中、糖

尿病など生活習慣の歪みが原因の病気、いわゆる

生活習慣病で大半の患者様が受診されます。これ

らの病気は一見、別々の病気のようにみえますが、

実は一つの病気です。一人の患者様が、いくつも

これらの病気をお持ちなのは、実は一つの病気だ

からです。これらをバラバラで診ていては、地域

の健康問題は一向に解決しません。当センターは、

患者様、地域の医療機関、行政機関、住民の方々

と連携し、生活習慣病克服を共通テーマとして、

健康で明るい地域づくりを応援いたします。

【臨床研修】
１）研修理念
　医師としての人格を涵養し、将来の専門性にか

かわらず、医学・医療の社会的ニーズを認識しつ

つ、日常診療で頻繁に遭遇する病気や病態に適切

に対応できるよう、プライマリ・ケアの基本的な

診療能力（態度、技能、知識）を身につける。

臨床研修指定病院紹介コーナー (5)
～独立行政法人国立病院機構関門医療センター～
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　当分野は、脳生理学を中心とした教育を担当し、
ストレスによって生じる行動変化の脳内メカニズ
ムを解明する研究を行っています。
　脳は、高次の認知機能や複雑な情動を制御する
重要な臓器です。この半世紀で多くの脳機能や脳
疾患の病態が明らかにされてきましたが、依然と
して解明されずに謎として残っている高次脳機能
が多くあります。脳科学は、医学的にも科学的に
も解明すべき謎を最も多く残した研究領域です。
脳の高次機能は、社会科学を含むすべての科学の
知識と技術を総合しなければ解明できないと考え
られています。DNA の二重螺旋構造を解明した
ワトソン・クリックのクリック博士、免疫系の抗
体多様性のメカニズムを解明した利根川進博士
は、ノーベル賞受賞後の研究としてそれぞれ意識
の解明および記憶のメカニズムの解明を目指して
脳研究分野に進出してきました。実際、脳科学は
ノーベル賞につながる研究テーマに最も恵まれた
分野なのです。
　妊娠期を含む発達期の環境は、個人の情動行動
や学習能力に大きな影響を与えることが知られて
います。特に、発達期に強いストレス環境におか
れた子供は、思春期や成人になってうつ病や統合
失調症に罹患する確率が高くなると報告されてい
ます。しかし、一方でストレスは必ずしも悪いば
かりではなく、生きていくうえでは適度なストレ
スはむしろ必要であると考えられています。この
ような脳に悪いストレスと良いストレスという観
点から、私たちの研究室では、現在、発達期のス
トレスが情動や学習に与える影響を分子・細胞レ
ベルから行動レベルの方法を用いて実験を行って
います。以下に、これまで行ってきた研究成果の
一部と現在行っている研究の一端を紹介させてい
ただきます。
　これまでの研究成果として、妊娠中の適度なス
トレスは、脳の発達と生後の学習行動や情動行動
に良い影響を与えるという結果を得ています。一
般的に妊娠中のストレスは生まれた子供の学習能
力や情動行動に悪い影響を及ぼすと言われていま
す。私たちは、妊娠ラットに長時間のストレス（拘
束ストレス）を負荷すると胎仔の脳の発達を抑え
るが、短時間のストレスだと逆に胎仔脳の発達を

促進することを見出しました。さらに、このよう
な脳の発達が良くなったラットでは、成熟後の学
習行動や情動行動がストレスを受けていない動物
に比べて良くなっていました。この研究から得ら
れた結論は、ストレスは必ずしも悪くはないとい
う点と、ストレスが脳に良いか悪いかはストレス
の持続時間によるところが大きいという点です。
ストレスではその強さが問題とされるのは当然で
すが、ストレスの持続時間によって良いストレス
になるか悪いストレスになるかが決まるというの
は私たちの重要な研究成果だと考えています。
　現在進めている研究の一つは、情動のコント
ロールにどのような脳内システムが関与している
か、また、その脳内システムの発達・形成が環境
によってどのように影響を受けるかを調べること
です。恐怖・不安・怒りなどをコントロールする、
いわゆる情動の制御機能の破綻は、「キレやすさ」
や「引きこもり」、うつ病や外傷後ストレス障害
などの病態の根底にあると考えられます。これら
の病態を理解し治療法を開発するためにも、情動
制御時の脳内システムの動作原理とその異常を解
明する必要があります。情動制御に関わる神経シ
ステムの１つとして、内側前頭前皮質が扁桃体を
抑制する神経回路が知られています。内側前頭前
皮質と扁桃体の間の神経回路の発達は思春期頃ま
で続くことから、私たちは、その発達時期のラッ
トにストレスを与えて成熟後の情動行動および脳
内神経活動の解析を行っています。幼仔期から思
春期前にストレスを受けたラットは、不安や恐怖
を感じやすく、ストレス時の内側前頭前皮質と扁
桃体の神経活動に異常が生じていました。私たち
は、発達期のストレスにより内側前頭前皮質と扁
桃体間の神経回路の発達・形成に異常が生じ、内
側前頭前皮質による扁桃体の制御がうまくいかな
いために強い不安や恐怖が表れると考え、現在さ
らに研究を行っています。
　当分野は今後も、発達期の環境が脳の発達と学
習・情動行動に与える影響の研究を発展させてい
く中で、精神機能を含む高次機能を発現する脳の
基本原理の解明を目指します。

文責：中村彰冶、石川晃教
http://ds.cc.yamaguchi-u.ac.jp/̃seiri2/

山口大学医学部　講座紹介コーナー
　基盤系講座　「システム神経科学」
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　山口県医師会の皆様にはいつも大変お世話に

なっております。今回は神経内科学講座をご紹

介したいと存じます。

　当講座は 1998 年 4 月に発足、初代森松光紀

教授の後、2004 年 9 月から神田隆教授が主宰

されています。われわれの教室では、世界に通
用する一流の neurologist を育てることを第一
の理念としています。優れた臨床家、研究者、

教育者を輩出することで日本の神経学の中核と

なり、山口県の神経内科診療にお役に立てれば

と考えております。

　神経内科の診療範囲は免疫性神経疾患、神経変

性疾患、神経感染症、脳卒中、末梢神経障害、筋

疾患など中枢神経系から末梢神経系、筋疾患と極

めて多岐に渡り、治療が長期間に及ぶこともしば

しばです。入院患者の受入れ病床は 12床と少な

く、入院待ちが常に 40名超という状況です。特

に当科では脱髄疾患、血管炎、筋炎といった免

疫性神経疾患に対し早期に正しい診断を行うこと

で、障害を残すことなく治療できるよう心がけて

おります。多発性硬化症や片頭痛、アルツハイ

マー型認知症、パーキンソン病などの各疾患にお

いて新規治療法が次々と開発されており、『神経

内科は難治性で治療法がない病気ばかり扱う』と

いうこれまでのイメージは確実に払拭されつつあ

ります。また、末梢神経・筋疾患の診断治療に重

要な神経・筋生検を行い、診断確定や病態解析を

行っています。すでに当科は西日本一帯の拠点と

なっており、学外から多くの標本検索依頼が舞い

込んできます。一方で、現在なお治療法が限られ

ているパーキンソン症候群や筋萎縮性側索硬化症

をはじめとする神経難病についても、診断及び今

後の方針を計画する目的で入院精査を行っており

ます。残念ながら当院で亡くなられた患者さんに

ついてもほぼ全例で病理解剖の承諾を得て、脳病

理検索を九州大学大学院病理学講座と共同で行っ

ております。

　また、専門外来として、頭痛外来やもの忘れ外

来といった common disease を扱うものや、パー

キンソン病治療特殊外来（脳外科と連携して先進

治療である脳深部刺激療法を施行された患者さん

の継続治療）、ボツリヌス外来（眼瞼痙攣、痙性

斜頚の治療）といった独特の治療法を行う外来部

門を開設し、患者さんやそのご家族のニーズに対

応しています。 

　研究面におきましては、血液脳関門（BBB）や

血液神経関門（BNB）の構成要員である血管内皮

細胞やペリサイトを用いて神経系バリアーシステ

ムの分子細胞学的研究を行っております。神田教

授が着任されてからの研究ですが、極めてオリジ

ナリティーが高く、国際的にも極めて高く評価さ

れています。これらの機能解析を行うことで、神

経系への効率的なドラッグデリバリーシステムの

構築や、多発性硬化症のような脱髄性疾患の病態

解明が可能になると考えております。すでに非常

に適した血管内皮細胞株を数種類樹立しており、

佐野医員と大学院生を中心とした研究チームが発

表した成果は山口医学会奨励賞を 3回連続受賞

するなど着実に上がっています。さらには、遺伝

性脊髄小脳失調症の遺伝子検索を行い、神経変性

疾患の遺伝学的研究も行っております。

　これら臨床・研究の成果はスタッフ全員で神経

学会総会や神経免疫学会等での発表を行います。

また、神経学会地方会では、病棟医や若手医局員

を中心に重要な症例報告を毎回 5題発表してお

り、 YIA（若手奨励賞）を 2回連続で受賞してお

ります。

　関連病院との連携拠点として、関門医療セン

山口大学医学部　講座紹介コーナー
展開系講座　「神経内科学」
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ター、山口県立総合医療センターの 2病院に教

室員を派遣し、診療及び」研修医の指導に当たっ

ております。また、徳山医師会病院（森松前教授）、

宇部興産中央病院、国立病院機構柳井病院、済生

会山口総合病院には神経内科常勤医がおられ、当

科との連携を深めています。しかし、神経内科の

医師不足の窮状は小児科、産婦人科に匹敵するほ

ど逼迫しており、医師会の皆様の医師派遣要請に

はなかなかお応えできず、心苦しく存じます。そ

れでも地域の中核病院に非常勤医として医師派遣

を行い、神経疾患の診療にお役に立つことができ

れば幸いと考えております。 

　神田教授による教室員の教育目標は、世界に通

用する一流のNeurologistになるということです。

この方針は医局員に対してだけではなく、臨床修

練の学生にも適応されています。実習風景は厳し

い雰囲気に包まれますが、熱心な教育体制を反映

し、アンケート調査では学生満足度が最も高い講

座と評価され、学生が神経内科に関心をもつ大き

な機会になっています。現在の研修制度では大学

に残る医師が少ないですが、その渦中でもマンパ

ワーを獲得し、神経疾患の診療を充実できるよう

頑張って参りたいと存じます。今後ともどうかよ

ろしくお願いいたします。

医局員（総勢 12名）

　教授　神田　隆

　准教授・医局長　根来　清

　講師・病棟医長　川井元晴

　助教（併任講師）　古賀道明　小笠原淳一（外

来医長）

　医員　佐野泰照　尾本雅俊　清水文崇

　大学院生　柏村陽子　春木明代　高橋志織　田

﨑彩子

[ 文責：神経内科　川井　元晴 ]

カンファレンス中、研修医・学生との合同撮影
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歳末放談会 新型インフルエンザ・
政権交代・豪雨災害

と　き　　平成 21 年 11 月 7日（土）16 時 25 分～ 18 時 10 分
ところ　　山口県医師会館　5階役員会議室

( 司会 )　それでは、毎年恒例の歳末放談会を始
めたいと思います。今年のお題は、私の独断と偏

見で、「政権交代」、「新型インフルエンザ」、7月

にかなり被害が出たので「豪雨災害」の三つです。

これについて皆さんのいろいろなお話しやご意見

をうかがえればと思います。まず、先立ちまして

木下会長にひと言ごあいさつをお願いします。

木下会長　それでは、ひと言ごあいさつさせても
らいます。これは毎年恒例になっておりまして、

ちょうどいまの時期に歳末放談をやって、これを

12 月号の会報に載せるということになっていま

す。そのとき、そのときでテーマが出されて、そ

れについて放談することになっています。ここで

は、もう好きな放題のことを言ってください。今

日はしゃべりたい放題です。いい歳末放談会にし

たいと思いますので、どうぞよろしくお願いいた

します。

お題 1　新型インフルエンザ
( 司会 )　それでは、早速始めさせていただきたい
と思います。まずは新型インフルエンザのことか

ら話を始めようと思います。どなたか最初に口火

を切っていただけるとよろしいのですが。皆さん、

新型インフルエンザの患者さんは診療しておられ

ると思います。みなさんのところはどうですか。

◆　うちは小児科がありませんので、そんなに多

くはないです。新型かどうかわかりませんが、検

査で陽性の出る人が、最近若い人で増えています。

　山口県で、新型インフルエンザで亡くなられた

というケースはあるんでしょうか。小児科が大変

かなという気はしておりますが。

◆　新型インフルエンザは、確かに増えてきてい

ると思います。実を言うと、昨日、休日夜間診療

所に出務しました。昨日は小児科と内科医がいま

すので、内科の患者さんだけ診ればよかったんで

すが、16 人来られまして、そのうちの 2人だけ

が別の症状で、残りの 14人は発熱でした。その
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　そういう患者さんは、検査をしても引っかから

ないケースが多いです。患者さんの状態を診て、

状態がそんなに重症でないと判断したときには、

「翌日にかかりつけの先生を受診して、検査を受

けたらどうですか」と言っていますし、お母さん

と相談して、「流行地から来られていて症状から

考えてもインフルエンザで間違いなさそうだ、だ

けれども検査が陰性という場合に、少し早めに、

例えばリレンザをスタートしましょうか」という

話もします。

◆　私の地元では、患者さんはあまり多くありま

せん。患者さんを確認次第、地区医師会へ報告し、

その結果が毎日 FAXで会員に届きます。

　年齢、所属別の報告があり、発生状況を把握し

ておりますが、一日 3～ 4人程度です。内訳は

帰省後や旅行客の人がほとんどです。

　県北部では山陽と比べ、少し遅れて発症してい

ますので、年末ごろには大流行にならないかと心

配しております。

◆　私 ( 内科 ) のところは、妻 ( 小児科 ) と二人

で診療をしていますが、私自身は今週 1人しか

診ていませんが、妻は反応が出た患者を 30人く

らい診ているようです。リレンザやタミフルを出

したのは、その 2倍近くのようです。

◆　産婦人科には、まだ妊婦さんがかかったと

いう報告はあまりないのですが、いま、それより

も、ワクチンの優先接種の問い合わせがすごいで

すよ。患者さんは、診察のとき必ずワクチンのこ

とを聞かれるし、受付にも電話がたくさんかかっ

てくるし、その対応で、ほとんど診療時間がとら

れています。

　いまから爆発的に流行すると思いますが、原因

は、やはり厚労省がワクチン接種を個別接種にし

たスキームが絶対間違っていると思います。周南

地区でも先月徳山医師会、小児科医会と産婦人科

医会で、市に、医師会が全面的に協力するから優

先接種対象者に集団接種してくれないかと申し入

れました。契約上は、厚労省と医師会の契約、個々

の医療機関の契約で、ワクチンの配布の問題があ

るのですが、それは何とかするから、医師会も協

力するから、とにかく集団接種して、パンデミッ

クな流行を防ぎたいとお願いしました。ところが

市の担当者は、厚労省からも、全然そういう指示

はないし、弱毒性だからいいでしょうと言われ、

断られました。

　厚労省も、昨日、ようやく保健所などで小児の

集団接種を検討するようにというようになりまし

た。明らかに、最初のところから間違っていて、

産婦人科は、再来週からプレフィルドの添加剤な

しのワクチンが入ってくるのですが、診療がどう

なるかというのが怖いところです。

　とにかく小児のほうだけでもなんとか、医師会

も考えて、やはりある程度集団接種にして、どこ

かで流行を断ち切らないと、このまま蔓延してい

くのではないかと危惧しています。

◆　当初厚生労働省は、水際作戦をとって、新型

インフルエンザは一例も日本に入れないというよ

うな意気込みでやっていました。結局、すり抜け

て入って、日本でも流行になったと私が考えたこ

ろも、水際作戦をやっていましたが、その後もう

方針を完全に変換して、通常の季節性インフルエ

ンザと同じように扱いましょうという、戦略が日

本の厚労省にはないような気がするんですが、そ

のへんはどうなのでしょうか。

◆　新型にとらわれずに、いろいろなことを考え

ると、昨日も 20時くらいまでやっていたのです

が、連日 100 ～ 200 人に季節性のインフルエン

ザの予防接種をしました。他施設にも在庫がない

ようです。そのため、玄関にも「インフルエンザ

のワクチンはありません」と貼り出すところもあ

るとか。そうすると、周辺の郡市からみんな集まっ

てくるんです。集まってきて、その対応で、それ

こそさっきの電話の話じゃないですが、電話が鳴

りっぱなし状態。患者さんが病院の中に入れない
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くらい来るんですよ。

　もう季節性ワクチンが 8割掛け

で無いというのがわかっていて、

このような対応になってくるので

大混乱です。

　それから、先ほど休日診療所で、

かかりつけの先生に検査してもらい

なさいと言われるのですが、今度は検査キットが

ないですよね。軽症で、37度くらいの人がみんな、

「学校とか会社で検査してください」と言われるん

ですよ。言われると、どうしても検査しなくちゃ

ならないのだけど、こっちは本当はしたくないで

すね。もっと検査を必要とした人がいると思うか

ら、したくないんですが。

　こういうところの、一般への通達を、もうちょっ

としっかりして、本当に、二日目、三日目じゃな

いと反応は出ないんだということをしっかり言っ

てもらわないと、結局、同じ人に 2回検査する

ことになるんです。それだけまた対応が遅れると

いうか、キットがなくなってくるので、基本的な

ことからやり直さないと、ちょっと、みんなつら

い目に遭うかなあと思います。

◆　私は、診療でインフルエンザ患者を診ること

はありませんが、うちの子どもが先々週感染しま

した。市医師会からは毎日校区ごとの発症者数が

FAXで来るのですが、次々と蔓延していくのがわ

かります。そして学校から保護者に「本日、何年

何組が学級閉鎖になった」とリアルタイムにメー

ルでお知らせがあります。子どもは六年生ですが、

学年の半数以上が発症しました。でも子ども同士

は「お前もう（インフルエンザ感染）やった？」

とか「済んだ」とか冷静に受け止めているようで

す。まあ、身近に子どもの重症例が出てないので、

親も子どもも落ち着いているのでしょうが。

　そのような様子をみているとですね、新型イン

フルエンザを疑ったら、キットで検査してタミフ

ルを飲むということが絶対に必要なのかと疑問に

思えてきます。ほとんどの小学生は、すぐ解熱し

てケロッと治っているようですし。発熱したら検

査してタミフルという一つのコースが当たり前に

なっていますが、本当に必要なのかと、専門家で

ない者として思います。

　必要であれば、当然軽症の患者でもキットで検

査してくれ、タミフルを処方してくれと言われる

でしょう。このコースの必然性に対する判断はい

かがでしょうか。

◆　私はうろ覚えですが、たしかタミフルは高熱

を 1日程度短縮すると聞きました。だから、4日

高熱があれば、3日くらいになるのですから、特

効薬といっても絶対的なものではないので、必ず

しも処方しなくてもいいと思います。

◆　先ほどの厚労省の対応がまずいということ

と、もう一つ、集団接種の件については、たしか

昨日、小児の接種の前倒しを急に言ったわけです

ね。それでマスコミのほうが先に報道するものだ

から、住民のほうは、やってくれとすぐ医療機関

に殺到するわけですね。ところが、やるほうとし

ては、体制が全然整っていないのです。ワクチン

の数も足らない。やり方も、個別接種では間に合

わない。そういうことを全然考慮せず、検討せず

に言ってくるわけですから、現場は大変困るわけ

なのです。

　そうしたら、県医師会に対して結構ブーイング

が出てくるんですね。だけど、県医師会もどうし

ようもない。国の情報の流し方がまずいわけです

から。すぐ郡市医師会に、「国の情報の流し方が

まずいから、みんなに迷惑かけるけど、しっかり

協力してほしい、ご高配願いたい」ということを、

すかさず出すわけですね。

　そして県に対して、ぜひ集団接種に踏み切って

くれるように要望します。それともう一つは、ワ

クチンの数が足らないから、ワクチンの確保にも

尽力されたいということ、この二点を県を通じて

国へ提言してもらおうと思います。

　ワクチンの値段を決めてしまったことも問題で

す。あれは会員からクレームがついていますね。
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んですよね。

◆　先生、確かに騒ぎ過ぎだという批判が

出てもいいと思いますが、そういって騒げ

る国である日本というのを、僕は誇りに思

うべきだろうと思うんですよ。国民皆保険

制度で、本当に安い費用で、ごく簡単に医

療機関にかかれるわけです。こんな国は、ほかに

ないですもん。騒げる国というのは、やはりすば

らしい国だと思います。

◆　その意味では、私も全くそのとおりだと思い

ます。だから、冷静な対応が非常に大事であって、

そうすれば、もっとゆとりができるんじゃないか

と思います。僕は、実際のインフルエンザの診療

に関しては、ほとんどタッチしませんが、優先順

位を決めないといけないわけですね。

　だから、自分の科にかかっている、がんで手術

をした患者さんとかいますので、選定してみると、

2か月間で、がんという病名が付いている患者さ

んを出したら、620人いるんですよ。6人のスタッ

フで診ているわけですが、その選定をするだけで

も非常に大変ですよね。だから、こういう問題が

あるから、そういうことに気がついたのかという

面もありますが、冷静な対応ができればもっと、

予防薬もあるし、ワクチンも十分あるのではない

かなと思います。

　それから季節性のインフルエンザワクチンを

打っていた人は新型インフルエンザになっても死

ななかったというメキシコのデータなんかもあり

ますよね。だから、まだわからないこともありま

すので、ドタバタしているんだと思いますが、幸

せな国にいて、冷静な対応ができれば、もっとい

いんじゃないかと思います。

◆　( 今日の資料に、通常のインフルエンザでも

確定死者数が 1,800 人に達する年もあるという

のが載せてありますが、) 基本的に騒ぎ過ぎなの

ですが、国の戦略として、通常のインフルエンザ

でもこのぐらい死んでいますがという前置きをし

て、今日現在は新型インフルエンザの死亡者数は

何人とか言ったらいいと思うんですね。元来日本

人はリスクとベネフィットとの関係においてベネ

フィットのほうはあまり考えずにリスクのみ過大

視するという性向がある。リスクの相対化が下手

なのですね。狂牛病でもそうでしたし、薬の副作

用説明に対する反応の際などに、それを強く感じ

る。些細な副作用を気にして服薬をためらう人に、

入浴時等の ｢ ヒートショック ｣ で年間推定 1万

4,000 人くらいが亡くなっている数字をあげて、

「はるかに恐いお風呂は無頓着なのに、そんなに

恐くない薬のほうばかり恐がるのはおかしいよ ｣

と説得するが、なかなか理解してもらえない。マ

スコミを含めて、国全体でそういう認識をもって、

これから努力改善してほしい。騒げるありがたさ

があるのは理解するけれども、ちょっと騒ぎ過ぎ

だと思います。

◆　亡くなられた方が 50 名弱ですかね。たしか

8割が 14歳以下の若い人なので、お母さん方が特

に神経質になられるんじゃないかと思いますが。

◆　季節性のインフルエンザも、たしか小さいほど

免疫が少ないから重症化しやすいというのがありま

すし、それを考えると私は、やはり子どもを最優先

にもってくるべきだろうと思いますよね。お年寄り

も大事ですが、子どもを最初にもってくるようなこ

とをしないといけないだろうと思います。

　それからもう一つ、たしか国がまだ全例入院隔

離というのをやっていたときに、日本感染症学会

が、2～ 3年すれば季節性になるんだから騒ぐな

という声明を出していたと思います。マスコミは

事実を伝えることも大事だが、科学的にはこう考

えられるというようなことも、ある程度きちんと

伝える必要があるのではないかと思います。もち

ろん、医療を提供する側からも、そういうことを

発信していかないといけないと思います。

　もともと新型インフルエンザといったら、たし

か今年の前半までは、H5N1 を想定していたと思
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いますが、それが実は H1N1 で、これがいい予

行演習になったのでしょうか。

◆　優先順位と最優先順位とかですが、カルテを

全部引っ張り出して、最優先等の順位をつけて出

しました。だけど、それが本当に活かされるのか

どうか、どうなのかなあというのが一つ。

　それと、一般の診療所において、インフルエン

ザの状態というのは、先ほどおっしゃったように、

ああいう ( 不足 ) 状態なんですね。で、季節型が

効くと勘違いしていらっしゃるのかどうか知らな

いけれども、本当にすごいんですね。去年と今年

の大きな違いというのは、去年だったら、電話が

かかってきて、まず「料金はおいくらですか」と

尋ねられるのですが、今年は「ワクチンあります

か」ですよね。

◆　今の新型インフルエンザの予防接種には三つ

の問題点があると思います。一つはマスコミの過

大報道があります。例えば予防接種を受けないと

全員感染するとか、逆に予防接種を受ければまっ

たく感染しないというような印象を受けます。

　二つ目は医療側の体制です。予防接種法は昭

和 23年に制定されて以来、内容が少しずつ改め

られて自由接種となり、医師にもその副作用等の

責任が課せられ、医師側が今までは少し逃げ腰に

なっていたのではないでしょうか。今回政府主導

で行われている接種で、副作用等の被害が出現し

た時の対応はどうなっているのでしょうか。

　三つ目は被接種者個人の問題です。最近予防接

種の効果やその副作用が、過大に問題化され、さ

らに任意接種の影響で接種率が低下していたと

思います。したがってワクチンを大量生産できる

会社が存在できず、今回のようにワクチンの生産

量と使用量に差ができ、接種状態がパニック状態

になっているのではないでしょうか。

したがって根本的にはマスコミが言

い過ぎるからかもわかりませんが、

全体的な対応としては、市民や医師

がもう少し冷静に考える問題と思い

ます。

◆　麻疹に関して日本は後進国だと

言われています。麻疹が非常に流行っていて、麻

疹ワクチンを打っている人がいないと。

◆　麻疹は 2回目が任意になった。

◆　任意になったからですか。それで結局、免疫

が保持できないから発症してしまうということに

なるんですかね。

　そういう意味から考えたら、昭和 30年代くら

いまで、感染症というのは非常に大きなウエイト

を占めていたと思いますが、日本人全体が、感染

症に対する意識が低下したというか、そういうこ

とが底辺にあって、これは医療サイドにもそうい

うものがあるんですかね。感染症に対するおそれ

が減ってしまったという。予防接種に関しては、

事故というものがあって、それで腰が引けたとい

うのがあるのではないかと思います。

◆　予防接種は、やはり日本はすごく少ないと

思うんですね。予防接種によって出てくる合併症

とか、そういうものもあって、国家が賠償しなけ

ればいけないリスクのことを考えるかもしれない

のですが、それによって失われる経済的損失 ( 患

者さんが感染してしまって国の逸失利益 ) のほう

が、僕ははるかに大きいと思うんですね。だから、

せめて欧米並みに、予防接種はやっていくべきだ

と思いますし、それは国が公費でやるべきじゃな

いかなと思うんですね。

　ちょっと話は違うかもしれませんが、先ほど、

検査でインフルエンザと判明すれば、必ずタミフ

ルを出すのかという話がありましたが、僕は、や

はりウイルスの感染のメカニズムを考えると、必

ず断っておかなければならないので、タミフルは

出すべきだと思います。

　やっぱり一番怖いのは何かというと、幼い子ど
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もっと煽っているような気がしているんですよ

ね。緊急の記者会見とかというと、かえって煽っ

ているんじゃないかと不安を増幅しているように

聞こえます。

◆　そもそも新型インフルエンザというのは、鳥

型のインフルエンザを想定して付けられた名前で

すよね。今回のは豚型なのです。これ、本当の意

味の新型ではなくて、季節型の変異型と考えてい

いと私は思うんですよね。それを、変に新型イン

フルエンザと言うものだから、こんな状況になっ

てしまったんですよね。

　もう一つは、スペインかぜのときに、何百万人、

何千万人という人が亡くなったということがベー

スにあって、そのデータをもとに、今回は、すご

く大変なことになるという報道がされています。

その当時と今とは、栄養状態、衛生状態、抗生物

質の有無、抗ウイルス薬の有無、全然状況が違う

わけですね。それを無視して、なにか勝手に煽り

たてて、こういうパニックになったという感じが

しますよね。だから、対応としては季節型のイン

フルエンザと全く同じでよいと、私は思います。

◆　これは政権交代の話題にもちょっとつながり

ますが、やはり厚生省と労働省を一緒にしたのが

間違いで、明らかに仕事が多過ぎますよね。いま、

長妻大臣をみても、本人自身がパニックですよね。

だから、厚生問題、労働問題、年金問題などきっ

ちり分けてやって改革していかないと、これから

先、いろいろな問題に、どうしても後手後手に回っ

ていくんじゃないかと思いますが。

◆　来年のインフルエンザのワクチンの話しです

が、従来のワクチンというのは、だいたい 3種

類ぐらいの株が入って一本になっていたんです。

今回、新型インフルエンザということで別になっ

て、2回あるいは 3回打たないといけなくなりま

したね。来年は、その従来の季節型の中に新型イ

ンフルエンザの株を入れればいいと思いますが、

メーカーはできないと言っているんだそうです。

理由は、よくわかりませんけれども。

◆　日本では、たしかワクチンメーカーというの

は中小メーカーが多い。中小のメーカーが多いか

ら、すぐ増産するといってもできない。欧米は、

大きなメーカーがワクチンを積極的にやっている

から、大量に生産ができる体制がつくりやすいと。

◆　そうしたら、いま三つある季節型の一つを外

して、二つにして、新型をまぜたっていいのでは

ないでしょうか。

◆　そのへんは、私もよくわかりませんけれども。

先生が言われたように、季節型と同じ対応でいい

ということであれば、日本感染症学会も 3年す

れば季節型インフルエンザになると言うから、そ

のままおいていてもいいのかなということになり

ますが。

◆　技術的な問題とか設備の問題とかじゃなく

て、これは、財政的というか、企業の収入のこと

を考えての戦略じゃないかなと、いま思っている

わけです。

◆　3 年たったら季節型になるそうですから。

4,000 万から 5,000 万死亡していた H1N1 も、

いまはなんでもないですし。ただ、やはり感染症

というのは、次々新しいのが起こってくるという

ことを、こちらも心がけておかないといけないと

いうことでしょうか。

お題 2　政権交代
( 司会 )　次は、政権交代についてです。今年の 8
月の総選挙で民主党が圧勝して、たしか小泉元総

理が 2003 年に、自民党をぶっ壊すと宣言して自

民党総裁になって、総裁を辞めて 3年くらいたっ

たら、本当に自民党が壊れたという選挙結果でし

た。政権も交代して、自民党も崩壊しましたが、

医療はもっと前から崩壊しつつあって、それと政
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というんですが、それもだんだん落ち着いていく

だろうと思うんですね。

　日本人の悪いところは、早く結果を判断すると

ころです。政権が替わってまだ半年なんですね。

やはり、鳩山さんも言っていますが、4年間の間

にマニフェストを実行するのだから、少なくとも

2年 3年くらいはみていかないといけないのかな

という気がします。

　ただ、一つ言いたいのは、マニフェストが出た

時点で、財源論というか、どこにその財源を求め

るのかということは、その時点から既に言われて

いたことですよね。それがいま明らかになりつつ

あるんですが。無駄の排除、それから隠し金、埋

蔵金があるとかいう話が出ていましたが、いま民

主党政権に替わって、そういったところが、まだ

全然表に出ていないですね。このくらい無駄を排

除します、このくらい埋蔵金が出てきましたから、

これを使いますという話が出てきていない。それ

が早く出てこないことには、私は、また民主党政

権はだめになっていくだろうと思います。

◆　いま先生が言われたように、やはり私は今

回の選挙、自民党では将来の希望がない、ところ

が民主党のほうは将来への不安はあっても、マニ

フェストでいいことを言っているんだから、おそ

らく過去の自民党よりも希望がもてるのではない

か、不安と希望とを比較し、考えて投票したと思

います。

　ただ、初めて政権を取った政党ですから、官僚

を排除しようと言っていても、やはり官僚の力に

頼るところが、ある程度は必要ではなかろうかと

思っています。いままでの政策を徐々に変更しな

がらも、ある程度、国民が納得するような方向に

もっていくようにすれば、次の選挙も良い結果が

出るかもしれません。あとはどうなるかわかりま

せん。少なくとも、あと 1～ 2年は様子を冷静

にみたほうが良いと思います。

◆　お二方はお優しいなあと思います。やはり、

ある程度結果を出してもらわないと、２～３年も優

しい目でみていたら、もうほんと官僚の主導になっ

てしまいます。政治主導といっていますが、いま

でもかなり官僚の言いなりみたいなところになっ

ているでしょう。だから、結果をどんどん出して

いっていただいたほうがいいかなと僕は思います。

◆　そういっても、1年や 2年で日本国の基本的

な考え方や方法は変わらないと思います。少なく

とも成果が出るまでには 1～ 2年は必要ではな

いかと思います。

◆　いや先生、そこを変えてほしいといって、国

民がこれだけ勝たせたんですから。前原大臣み

たいに、どんどんぶちあげてもらいたい。八ツ場

ダムにしても、50 年も前から計画していて完成

しなかったものを、まださらに続けるというの

は、明らかにおかしいですよね。ぶち壊すつもり

でやってほしいというのが、たぶん国民の総意で

しょう。あれだけ勝たせたんですから。一回、官

僚機構とか全部壊すくらいのつもりでやって、よ

うやくちょっとぐらいできるかなと思いますが。

◆　明治維新で太政官政府ができました。それが

ずっと続いてきて、ようやく今年の 8月に、太

政官政府が替わるかなというような気がしている

んですが。

　考えたら私は選挙のときにマニフェストをど

ちらもほとんど見ていないんです。私は選挙のと

きに何を考えていたかというと、3年間で 3人も

首相を替えて、選挙もしない政党には、政権を任

せるわけにはいかないんじゃないかと思ったんで

す。みんなそう思って民主党に投票したんじゃな

いかと思います。

　だからやっぱり、国民の審判、選挙というのは

非常に重要ですから、そういう意味では、今回民

主党が勝利したことも敵失がかなり大きな部分を

占めると思います。選挙をきちんと意識してやっ
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てもらって、3年 4年なりで何らかの成果を出し

て、どうなっていくかということです。だから来

年夏の参議院選挙が一つの区切りになるのではな

いかと私は思います。

◆　自民党はかつて長い間、なかなか立派に国を

運営してきたと思います。が、冷戦の勝利に酔い、

以後思考停止状態のまま無為にこの 20年を過ご

してきました。グローバル化で世界が大変化して

いるのに、日本はそう変革もせず、昔の遺産を食

い尽くしてきたのです。これが自民党大敗 ( 民主

党大勝 ) の真の原因でしょう。国民の不満がある

程度頂点に達して、あとどうなるかわからんけど、

いっぺん変えてみようと。そういう一石を投じて、

とにかく変えたこと自体が大きな意味でしょう。

小泉さんの ｢変革 ｣という言葉に国民も「わぁー」

とのせられて、変えてはみたが結果は変なもの

だった。しかし意識して投票すれば変えられると

いうことは勉強して学習した。今回もひょっとし

たら変えられるかもしれない、変えなければいけ

ない、変えようとしているということでしょう。

感覚的なものでマニフェストをしっかり読んで投

票した人はそうはいないと思います。

　いろいろなこと、やってほしいことはたくさん

あるけれども、ただ普天間のことに代表されるよ

うに、国の大本を民主党に任せるのはどうかと今

私は感じ始めています。ある意味、国民も高い経

費を払って勉強するんですよ。小泉さんで勉強し

て、これでまた勉強する。例えばイギリスなんか

も、ある程度落ち着くには、20 年か何年かかっ

ている。民主主義が成熟する、はたまたリスクは

あるが日本が深いところで変わっていく、最初

のステップを踏み出したというところではないで

しょうか。

◆　ところで今度は「政権交代と医師会への影響」

について、話し合ってみたいと思いますが、55

年体制から、日本医師会というのは政権与党を支

持するという立場をずっと取ってきたわけです。

それが今度、こういう事態になって、先日の中医

協の人事で、日本医師会の枠がなくなってしまっ

たというか、再任されませんでした。そういう事

態になって、日本医師会は、これからどういうふ

うに政権与党と対峙していくのかというか、どう

いうふうにやろうと思っているのでしょうか。皆

さん、どうすべきだと思われますか。

◆　僕は、そういう政権に振り回されるような医

師会であってほしくはないと思っています。要す

るに、医師会が正しい主張をしている人物を支持

するか、あるいは医師会の政策を支持してくれる

政党を応援するというような格好がよいと思いま

す。政権に振り回されるというのは、やはり空し

い感じがします。

　もう一つ、たぶん国民にもっと医師会という

のがわかりやすくなる必要があるんじゃないかと

思っています。医師会が国民に支持されて、医師

会の主張を政党が逆に後押しするような格好が一

番いいんじゃないかと思っています。

◆　先生がいま言われたように、国民のための医

療政策を考えている医師会に理解を示す政党なら

ば、政権与党であろうが野党であろうが、それを

応援したいという方向に変わってきたんです。こ

れまでは、日本医師連盟の活動方針としては、政

権与党である自民党を中心とした政党を支持する

というのがきちんと明文化されていたんですが、

そこを撤回して、いま唐澤日医連委員長は、先生

が言われたような、医師会が国民のための医療政

策をやっていく上で、それに理解を示す政党を応

援するというように変わってきました。つい最近

のことです。

◆　もっと、選挙前からそれをやっていれば、よ

かったかもわからないですね。あと、中医協のメ

ンバーから日本医師会のメンバーはなくなりまし
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だということが厚生労働省にわかってもらえるよ

うにしないといけないと思います。それはどうい

う窓口で、どういう経路でやっていくかという話

になってくるのだろうと思います。

　やはり、私も日本医師会というのは、診療所の

医師に寄り過ぎだと思います。そういう要求を出

してくれるようになると、やはり勤務医の組織化

とか、そういうことがしっかりできるようになっ

てくるんじゃないかと私は考えます。勤務医は

サラリーもそうでしょうけれども、もうちょっと

人がいたらうれしいなというのが本音じゃないで

しょうか。

◆　例えば大野病院の出産手術事故なんかでは、

主として勤務医のために日本医師会はすごくがん

ばって、｢医療安全調査委員会設置法案 ( 仮 ) 大

綱案 ｣提出へこぎつけるところまで行きました。

　それで、先ほどの勤務医と開業医の話も、こち

らから出している話ではなくて、向こうが出して

くる話ですよ。それに乗ったらダメ。植民地支配

と同じで支配する方としたら、分断支配が有効で

楽なんです。医療法人連盟が来年の参議院で民主

党候補を出すとかなんとかいって、むしろいま、

一つにまとまらないといけないのが、分断する方

向になってきて心配している。もちろん医師会は、

かつては開業医の利益を代表する方向でしたが、

既に以前から、だんだん変えて、これではいけな

い、勤務医も代表しようという方向になってきて

います。

　現に、例えば日本医師会の常任理事は、いわゆ

る診療所の人なんていったらごく少数派ですよ。

オーナーもいるのですが、勤務医を含めた病院関

係者の方がすでにかなり多数派になっています。

　｢日本医師会が正しく日本の医師の代表をして

いるか ｣といわれると少し違和感もありますが、

日医は今その方向で非常に努力しているし、翻

えって、日医以外にどの団体も、全体を代表しう

るようなものはありえない。

　だから ｢日医が医師全体を代表する団体 ｣とい

う方向で、今こそ日医もがんばり、みなさんも援

助･努力するしか選択はないと思います。今、分

断 ( 支配 ) しようとする動きが日医内外で出てき

ています。それこそ敵の思うつぼになりかけてい

るということを、ちょっと強調したいです。

◆　私もそのようには思っています。医師が 26

万か 27 万人で、そのうちの 16 万 5,000 人が医

師会員であるということは、最も大きい政治的な

パワーが本当はあるはずですので、国民の支持を

バックに、医師会がものを言えるようになれば一

番いいんじゃないかと思っています。

　医師会の主張も、勤務医の立場を十分に主張し

てくださっていると思いますが、それがなかなか

政治に届かないですよね。だから勤務医が積極的

に加わってくれないんじゃないかと思っています。

◆　頑張る方向で進んでいますし、先生もどんど

ん参加して、より一緒に頑張っていきたいと思い

ます。

お題 3　豪雨災害
( 司会 )　7月には山口県下、特に防府ですごい
雨が降りまして、皆さまご存じのように大変な災

害が起こりました。山口県医師会報 9月号でも、

特別企画として「防府豪雨災害と DMAT」を取

り上げ、掲載いたしました。実は豪雨災害の企画

を立てたときに初めて、災害派遣チームが派遣さ

れたというのを知ったのですが、記事の印象とし

ては、災害地に行ってみたけれども、あまり思っ

たようなことはできなかったというようなことか

と思います。この災害派遣チームというのは、今

回が初めてだったんでしょうか。

◆　実際出動されたのは今回が初めてでしょうね。

◆　組織されているのは前からですよ。

◆　防府医師会も何かせねばということで、医療相





平成 21年 12月 山口県医師会報 第1792 号

1146

　定刻、保田副議長、代議員会の開会を告げ、出

席代議員の確認を求める。

　事務局、確認の上、議員定数 63名、出席議員

58 名で定款第 35 条に規定する定足数を充足し

ていることを報告。

　議長、会議の成立を告げ、会長の挨拶を求める。

開会挨拶
木下会長　本日は、山口県医師会第 162 回定例

代議員会を開催いたしました

ところ、代議員の先生方には

大変ご多忙中のところをご出

席いただき誠にありがとうご

ざいます。山口県医師会の事

業運営につきましても平素か

らご理解とご協力をいただき

まして、心から感謝申し上げ

ます。また、日医常任理事の藤原先生にも来賓と

して出席いただきまして、厚く御礼申し上げます。

　さて、8月 30 日に投開票が行われました。第

45回衆議院選挙では民主党が 308 議席を獲得し

て、9月 16 日、鳩山連立内閣発足による政権交

代が現実のものとなりました。これまで自民党を

中心とした政権与党に対して医療政策を提言して

きた日本医師会は、これからいかに舵を切ってい

くか大きな選択を余儀なくされるところとなりま

しょう。山口県医師会としても日本医師会の動向

を注視するとともにこれに同調しながら、山口県

の実情をも踏まえた適切な対応をしていかなけれ

ばならないと考えている次第です。

　会長に就任して 2年目の上半期を過ぎたところ

にさしかかっておりますが、今年度の差し迫った

大きな課題は新型インフルエンザ対策と考え、こ

れに取り組んできたところであります。わが国で

は 5月の連休明けごろから患者発生が報じられる

ようになり、またたく間に蔓延の状態となってき

ました。会員の先生方への速やかな情報伝達と行

政との連携による迅速な対応を心掛けてこの問題

に取り組んで参りました。医療従事者に対する接

種ワクチン割当ての優先順位については、いろい

ろご不満やお叱りの点があったかと思われますが、

他県に比べても対処は速く精一杯取り組んできた

つもりですので、どうかご理解くださいますよう、

また、これからのワクチン接種につきましてもご

協力くださいますようお願い申し上げます。

　その他、会務遂行のためのスローガンとして掲げ

た「組織強化」の一環であります「勤務医対策・女

性医師対策」につきましても、これは医師確保対策

にも関連することから、事業予算を大幅につぎ込ん

で取り組んできました。臨床研修医対策におきまし

ても、山口県医師臨床研修運営協議会を中心に対策

を充実発展させていくことに務めています。

山口県医師会
第 162 回定例代議員会

と　き　　
平成 21 年 10 月 29 日（木）

ところ
　山口県医師会館 6F 会議室
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　本日は、代議員の先生からわれわれ執行部に対

して大変有意義な 7題の質問をいただいており

ますので、説明させていただきます。また、議案

審議として二つの報告事項と一つの承認事項が上

程されています。慎重審議の上ご承認くださいま

すようお願いいたします。

　終わりになりますが、代議員の皆様のご支持を

いただければ、2期目も県医師会長を担当させて

いただきたく、この場をお借りして意思表明させ

ていただきます。甚だ簡単ではありますが、本日

の代議員会の挨拶といたします。

来賓挨拶
藤原日医常任理事　本日はお招きいただきまし

て、ありがとうございます。

また、会長をはじめ、役員

の先生方、代議員の先生方

におかれましては、日本医

師会の業務において、平素

からご指導ご協力をいただ

いていますこと、改めてお

礼申し上げます。

―藤原日医常任理事、引き続き簡単な中央情勢報

告を行う。

会議録署名議員の指名
　議長より会議録署名議員に次の 2名を指名。

　冨田　茂　( 宇部市 )

　浅海英子　( 徳　山 )

議案審議
　議長、報告･承認事項を一括上程。

報告第 1号　日本医師会臨時代議員会の報告に
ついて
杉山専務理事　日医臨時
代議員会は唐澤日医会長の

お詫びと反省的総括から始

まった。唐澤日医会長はこ

れまで政権与党に傾斜しす

ぎていたことに触れられ、そ

して新政権は社会保障費削

減の撤回、医療費増加も掲

げており、期待も感じると述べられた。われわ

れは国民の思いに寄り添い、あるべき医療につい

て、現場の担当者として正しいことを言っていき

たいと述べられた。具体的には①外来患者負担の

引き下げ、②診療報酬の大幅かつ全体的引き上げ

である。これに対し賛否両論、率直で激しい質問

や議論が交わされた。元来、代議員会での医政問

題はご法度だが、今回はおかまいなしであった。

「新政権下では日医は発言の場を得るのは難しい。

日医を救う道は現執行部が辞めることだ」とい

うような発言もあった。これらに対して唐澤日医

会長は多くの質問に頻繁に直接発言され、いつも

のごとくソフトな表現ではあったが、声は大きく

決然と ｢国民の目線に立ち、国民と会員のために

次期もがんばらせてほしい ｣と決意みなぎる発言

であった。すでに月曜日に中医協のメンバーが発

表されたが、日医執行部が中医協からはずされそ

うという見込みの中での討論で、「たとえはずさ

れても、正義はわが方にある」という中川日医常

任理事の強い回答もあった。新しい中医協のメン

バーとなった京都府医師会副会長の安達氏や日医

会長選挙に立候補表明されている原中茨城県医師

会長の発言もあった。

私見を含めて全体を通しての感想だが、言葉

は悪いが ｢落ちるところまで落ち、多くの参加者

が一時のショック状態を脱して、しだいによって

立つ足場も見えてきて、ある意味、開き直りがで

き、元気が出てきた ｣ように感じた。その元気の

背景には二つの認識があるように私は思える。一

つは国民医療の現場を預かる者として、政権がど

う変わろうとも正しい主張をしていくしかないと

いう認識が多くの人に共有されつつあること、も

う一つは方法論の違いから内部対立・分裂は敵の

思う壺なので、それは避けるべき。完全ではない

が、医師の共通利益を代表しうるのは日本医師会

しかいないという認識である。拍手や雰囲気から、

消極的も含め、現時点では会長の容認派が 7～ 8

割、反対派が関西を含め 2割弱という印象であっ

た。

なお、日本医師会の結束、医師の結束を保つ

ため、代議員の半分弱くらいは勤務医を出しては

いかがかという、当県吉本副会長の提案もあった。

会計運営のことについては、収支が厳しくなっ
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たので、減免対象を 80 歳から 83 歳へ、医賠責

会計は少し余裕が出たので軽減する議案が提出さ

れ、可決された。

報告第 2号　平成 21年度上半期事業報告
吉本副会長　4 月から 9 月
までの本年度上半期の事業

報告を行う。詳細は省略。

主として本年度からの新規

事業、重点事業について報

告する。今年度は医師臨床

研修の充実と勤務医の医師

会加入促進、女性医師の処

遇改善に向けての取り組みに、特に重点をおい

た。6月 13 日に臨床研修指定病院の院長、研修

指導責任者を対象に臨床研修セミナーを開催。ま

た臨床研修医の県内定着を目的に、8月 29 日と

30 日の 2日間にわたり、主として県内の研修 2

年目の臨床研修医を対象に山口県臨床研修医交流

会を開催した。

　勤務医の医師会加入促進への取り組みとして、

県内の 14病院の病院長との「勤務医問題対策懇

談会」を企画し、7 月 31 日に長門市、8 月 12

日に山口市、8月 17 日に宇部市、9月 29 日に

下関市で開催した。日医加入率が他県に比べ低い

ことから、500 名の日医加入を目標としている。

　国と県の委託事業である女性医師支援事業を県

医師会で引き受けることになり、7月 1日付けで

1名の保育相談員を採用。現在、保育サポータバ

ンクを開設し、募集を開始したところである。

　本年 3月に北米において新型インフルエンザ

が確認され、瞬く間に世界的な感染の拡大をみた。

そこで 4月 30日に県医師会内に対策本部を設置

し、その後 5月 14 日に第 2回会議を、8月 27

日に第 3回会議を開催した。

　5月 28 日には臨時に郡市医師会長会議を開催

し、新型インフルエンザ対策についての協議を

行った。6月 25 日、7 月 16 日にも郡市医師会

広報委員　長谷川奈津江

出席者
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白 井 文 夫

川 口 茂 治

吉 岡 春 紀

河 郷　 忍

藤 田　 潔

田 邉　 完

安 野 秀 敏

吉 崎 美 樹

売豆紀雅昭

八木田★光

岡本冨士昭

津 田 廣 文

三好弥寿彦
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木 下 敬 介

三 浦　 修

吉 本 正 博

杉 山 知 行

濱 本 史 明

西 村 公 一

弘 山 直 滋

小 田 悦 郎

田 中 義 人

田 中 豊 秋

田 村 博 子

河 村 康 明
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茶 川 治 樹

青 柳 龍 平

山 本 貞 壽

武 内 節 夫



平成 21年 12月 山口県医師会報 第1792 号

1149

長会議を開催し、新型インフルエンザ対策を協議。

また 6月 18 日と 9月 17 日に郡市新型インフル

エンザ担当理事協議会を開催した。

　昨年 10月から保険医療指導監査業務が地方厚

生局に移管されている。5月 28 日と 6月 25 日

の 2回、中国四国厚生局との保険指導の打ち合

わせを県医師会館で行った。厚生局としては高点

数医療機関を対象とした集団的個別指導を実施し

たいとの意向であるが、山口県医師会ではそれに

は断固反対との立場をとっており、今年度は従来

通りの集団指導が行われることになっている。

以上、平成 21年度上半期事業の報告について

説明申し上げる。

承認第 1号　平成 20年度決算
田村理事　平成 20 年度決算
の概要について説明する。平

成 20 年度の決算額は、当

期収入合計額 4 億 7,218 万

7,421 円、前期繰越収支差

額の 1 億 2,052 万 6,322 円

を合わせると 5 億 9,271 万

霸癩 31 朮柤愾塀0膝杳善分腑セÔ蟷
霸癩 31 朮 5 蠻 2 荳拘穀霸癩 32 朮 4 蠻 42 荳合腔

収　入　の　部 （単位：円）
科　　　　　　　　目 予算額 決算額 差額 予算額に対する収

入割合　％

備　　　　　　　　考

　Ⅰ　会費及び入会金収入 281,955,000 278,991,100 2,963,900 98.9

　　　１　会　　費　　収　　入 261,955,000 262,791,100 △ 836,100 100.3

　　　２　入　会　金　収　入 20,000,000 16,200,000 3,800,000 81.0

　Ⅱ　補助金等収入 91,343,000 115,764,597 △ 24,421,597 126.7

　　　１　補　助　金　収　入 36,641,000 38,260,000 △ 1,619,000 104.4
　公費助成制度協力費交付金収入 20,240,000
　日医事務助成金収入 7,648,000
　日医生涯教育助成金収入 1,722,000
　救急医療協力推進補助金収入 5,000,000
　医師会立准看護師養成所助成金収入 1,050,000
　( 財 ) 労災保険情報ｾﾝﾀｰ事業運営費補助金収入 950,000
　日医「指導医のための教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ」補助金収入 300,000
　子ども予防接種対策助成金収入 300,000
　糖尿病対策地域支援費収入 450,000
　女子医学生、研修医等をｻﾎﾟｰﾄするための会補助金収入 300,000
　女性医師の勤務環境の整備に関する病院長等の講習会補助金収入 300,000

　　　２　委　託　費　収　入 54,302,000 77,104,597 △ 22,802,597 142.0
　産業医研修委託費収入 2,044,000
　産業医研修協議会委託費収入 200,000
　学校医等研究委託事業委託費収入 215,000
　特定疾患専門医師研修委託費収入 200,000
　かかりつけ医認知症対応力向上研修委託費収入 1,500,000
　花粉症対策情報提供事業委託費収入 948,000
　ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ講習会受託費収入 500,000
　エイズ予防対策推進研修委託費収入 200,000
　主治医研修事業委託費収入 703,000
　小児救急医療電話相談事業委託費収入 10,585,000
　小児救急啓発事業委託費収入 1,008,000
　小児救急医療地域医師研修事業委託費収入 3,219,000
　AED 普及促進事業委託費収入 971,000
　ドクターバンク受託費収入 1,500,000
　地域医療連携体制推進事業委託費収入 4,447,200
　肝炎診療従事者研修会委託費収入 400,000

　がん診療に携わる全ての医師への緩和ｹｱ研修会委託費収入 2,890,000
　休日がん検診体制整備支援事業委託費収入 9,346,993
　医療･保健･福祉の連携による子育てｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ運営業務委託費収入 998,000
　特定健診事業委託費収入 14,302,208
　出向職員委託費収入 20,927,196

　　　３　寄　付　金　収　入 400,000 400,000 0 100.0
　Ⅲ　雑　収　入 43,320,000 51,711,724 △ 8,391,724 119.4

　　　１　雑　収　入 43,320,000 51,711,724 △ 8,391,724 119.4

　会館使用料収入 278,888

　預金利子収入 11,821,539

　雑入収入 39,611,297

　Ⅳ　借入金収入 0 0 0

　　　１　会館運営会員借入金収入 0 0 0

　Ⅴ　特定預金取崩収入 28,122,000 25,720,000 2,402,000 91.5

　　　１　役員退職金引当預金取崩収入 19,120,000 19,120,000 0 100.0

　　　２　職員退職給与引当預金取崩収入 1,000 0 1,000 0.0

　　　３　財政調整積立預金取崩収入 9,000,000 6,600,000 2,400,000 73.3

　　　４　会館改修積立預金取崩収入 1,000 0 1,000 0.0

　　　　　　　当期収入合計　　　　　(A） 444,740,000 472,187,421 △ 27,447,421 106.2

　　　　　　　前期繰越収支差額 111,660,000 120,526,322 △ 8,866,322 107.9
　　　　　　　収　入　合　計 　　 　(B) 556,400,000 592,713,743 △ 36,313,743 106.5
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る。特に平成 20 年度は、創立 120 周年記念行

事で山口県医師会史発行等の経費を計上してい

る。

　2の広報 (2,619 万 2,882 円 ) は、主として県

医師会報の編集発行、花粉測定に関する経費であ

る。

3の情報 (328 万 7,969 円 ) は、山口県医療情

報ネットワークシステムの促進や、レセプトオン

ラインの講習会開催等の経費である。

　4の保険 (883 万 6,999 円 ) は、医療保険、介

護保険、労災保険、自賠責医療関係の経費などで

ある。

　5の生涯教育 (1,538 万 9,230 円 ) は、研修セ

ミナー、体験学習、指導医のための教育ワーク

ショップ、学会助成金、また、県医学会誌の発行

経費等である。

6の勤務医・女性医師 (1,317 万 7,762 円 ) は、

勤務医や女性医師対策に係る経費である。

　7の医事法制 (430 万 1,062 円 ) は、医事案件

調査専門委員会等の経費である。

　8の地域医療・福祉 (1,967 万 3,457 円 ) では、

地域医療計画、小児救急医療電話相談事業、警察

医会等の経費であり、新規として小児救急医療地

域医師研修会等の経費がある。

　9 の地域保健 (3,828 万 6,092 円 ) は妊産婦・

乳幼児保健関係、学校保健関係の経費、成人・高

齢者保健では、健康教育委員会、感染症対策諸

費、糖尿病対策推進委員会、健康スポーツ医等に

係る経費である。また、特定健診・特定保健事業

経費を予算に計上していなかったので、予備費よ

り 1,358 万 9,092 円充当している。また、予防

接種広域化関係、産業保健関係の経費も計上して

いる。

　10の医業 (1,236 万 5,448 円 ) は、医療廃棄物

対策、医師会立看護学校の運営補助金、医師会共

同利用施設対策費等である。

　12 の公費助成制度協力費交付金 (1,338 万円 )

は、郡市医師会へ交付しているものである。

　Ⅱの管理費の総額は 1 億 9,751 万 5,612 円で、

本会を運営するための役員報酬、職員に係る給料

等毎年度経常的に要する経費である。

  Ⅲの借入金返済支出 (1,113 万円 ) は、第一号会

員から第二号・第三号に変更した会員及び平成

20 年 4月 1日で 70 歳に達した第一号会員と退

会者に対する会館拠出金の返済分である。

　Ⅳの特定預金支出 (8,748 万円 ) は、役員退職

金引当預金、職員退職給与引当預金である。また、

財政調整積立預金と会館改修積立金は決算状況を

勘案して積み立てをした。

  Ⅵの予備費の 1,358 万 9,092 円は特定健診・特

定保健事業に充当している。

　以上、支出合計は 4億 7,968 万 3,037 円、執

行率は 86.2％である。

　平成 20年度決算についての説明を終わる。な

お決算内容については、公認会計士の点検を経て、

監事の監査をいただいていることを申し添える。

何卒慎重ご審議の上、ご承認いただくようお願い

申し上げる。

監査報告
山本監事　平成 20年度山口県医師会決算につい
ては、慎重に監査したところ、適正に処理され、

その収支は妥当なるものと認める。

　平成 21年 9月 3日

監事　青柳　龍平

監事　山本　貞壽

監事　武内　節夫

質疑応答・要望
1. 代議員会の運営について
木下　毅議員 ( 下関市 )　 定例代議員会での議案

の説明に長時間を要してい

るが、資料は前もって配布

されており、簡素化し代議

員の意見を広く聞く時間を

多くとってほしい。また、

県医師会は日医の方針を郡

市医師会に伝えるだけでな

く、地域の医師会の意見を

中央に伝えてほしい。ただ

し、今日の代議員会の運営

は簡略化しており、このまま継続していただけれ

ばと思う。

杉山専務理事　前半の要望に対して、本日より早
速簡略化運営をさせていただいている。後半に対

下関市

木下　毅議員
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しては、会長は毎回都道府県医師会長協議会で一

つ議題を出されるし、われわれもいろいろな機会

でみなさんの意見を日医へ届けようと思っている

が、全部というわけにはいかない。十分ではない

が、これからもより一層努力をさせていただく。

2. 介護保険の医療系サービスについての論議を
赤司和彦議員 ( 下関市 )　 平成 21 年 4月の介護
保険制度改定で、通所リハビリテーションに「み

なし事業所」が導入された。

介護保険の医療系居宅サー

ビスは訪問看護と訪問・通

所リハビリテーションが主

なものであるが、訪問看護

については制度発足時より

「みなし」の制度が導入され

ている。背景には廃用症候

群など高齢者を対象とした

慢性期医療の医療保険外し

があると考えられ、特にリハビリテーションの分

野では、介護保険の低い単位数で治療を行わせる

方向へと誘導する現実が見え隠れする。一方で、

2006 年 4月より介護サービス事業者の情報の公

表が義務づけられた。措置時代から医療保険で同

様のサービスを提供してきた医療機関にとって、

介護保険で対応しなければならなくなり、2006

年からは「情報公開制度」により介護報酬が年間

100 万円を超えた時点で「介護保険事業所」と

して「介護保険制度の煩雑な書式」をすべて訪問

調査の際に提示しなければならない。このことは

零細な診療所で細々と訪問看護を行っていたが、

訪問調査を機に運営規定や利用者への説明文書、

苦情処理の概要などをそろえなければならないこ

とを意味する。介護保険制度に対応できずにみな

し事業所の辞退届を出す医療機関が年間数件ある

という。

　平成 21年度 4月の改定では、介護と医療の連

携が謳われているが、医療系サービス、特に医療

機関の視点からの論議はあまりされていないよう

に思われる。政権交代があった今、介護保険サー

ビスの中に医療系サービスが含まれることの是

非を県医、日医の場で検討していただきたい。要

点は二つ、介護保険の医療系サービスは本来医療

保険ですべきなのではないかということと、介護

事業所での書類があまりにも多く、業務の障害に

なっているので、なんとかしてほしい。国のレベ

ルで論議してもらいたい。

西村常任理事　このことは
10 月 3 日に宇部市で開催さ

れた中国四国医師会連合各種

研究会でも協議された。各県

とも訪問看護、訪問リハ、通

所リハ、居宅療養管理指導な

どの医療系サービスは介護福

祉系サービスに比べて低い伸びにとどまっている

実態が証明された。その要因の一つとして、ケア

プランを作成する介護支援専門員のうち、介護・

福祉系所属の割合が増加しており、要介護者の医

療の必要性が重要視されにくくなったと考えられ

ている。当会としてはその点について、介護保険

対策委員会・関係者合同協議会で介護支援専門員

や訪問看護ステーションの協議会との意見交換を

行い、介護保険研究大会等の機会を通じて、介護

分野における医療の必要性を主張しているところ

である。さらに郡市医師会においても地域の介護

福祉と医療系関係者との連絡会議などをされると

思うが、その点もさらに充実させていただきたい

と思う。また介護サービス担当者会議には患者の

主治医も積極的に参加してもらい、医療の必要性

を説明してもらいたい。

　介護サービス情報公表制度については、当会も

かねてから制度のあり方、公表方法、高額な公表

事務、調査事務の手数料の問題などを県の担当者

や日医にも質問してきたが、いまだきちんとした

見直しはない。今後もその改善を求めていく。

　介護保険の医療系サービスは本来なら医療保険

でまかなうべきというのも同感だが、要介護認定

者の医療の必要性について、現場で今後とも主張

し、あるいは協議していきたいと考えている。

赤司和彦議員 ( 下関市 )　介護保険の医療系サー
ビスがどんどん膨れ上がってくる危惧がある。こ

れにはやはり経済界が社会保障費をできるだけ負

担したくないという背景があると思われる。政権

交代した今、だいぶ考え方が変わっているので、

下関市

赤司和彦議員
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ぜひ医療と医療保険、介護と介護保険の整理をし

ていく論議をしてもらいたいと思う。

3. レセプトのオンライン化について
清水　暢議員 ( 防府 )　 10 月
8 日、厚労省はオンライン請

求義務化の例外規定を盛り込

んだ請求省令の改正案を唐突

に発表し、パブリックコメン

トの募集を開始した。民主党

のマニフェストの「原則化」

とは「原則義務化」であるこ

とが判明、改正案は日医と自

民党との間で折衝されたもの

が具体化されたものに過ぎない。

　あくまでもオンライン請求については、義務化

撤廃と手挙げ方式が本筋であり、オンライン請求

への強制移行には、個人情報の漏洩、医療の平準

化による包括点数の導入等、今後さまざまな問題

が現出する可能性がある。何より健保法第 76条

の 1項には、「保険医療機関が療養の給付を行っ

た場合、保険者は一部負担金を控除した額を支払

わなければならない」と診療報酬請求権が確約さ

れており、これを制約するのは診療報酬点数と療

担規則の二つのみと考えられる。それを、オンラ

イン請求でなければ支払われないと単に省令で規

定してしまうこと自体、法的に問題があろうと思

われる。今後、「法律により委任されている」と

の解釈がまかり通れば、何でも省令の改正一つで

厚労省はフリーハンドで医療機関の締め付けをす

ることも可能となる。

　義務化撤廃・手挙げ方式から義務化緩和への条

件闘争になり、この結果に至ったと思われるが、

残念ながら日医としては自縄自縛となって、反対

運動をする方法がないのも真実だと思われる。現

実的な選択としては、これを受け入れて粛々とオ

ンライン請求の準備をせざるを得ないのか。また、

医師会としてはこの改正案をどう評価しているの

か伺う。

　もし、この改正案どおりになるとすれば、緩

和要件の 3番目、「電子レセプトに対応していな

いレセコンのリース期間または減価償却期間が終

わるまでの間の医療機関について、オンライン請

求義務を猶予する（最大で平成 26年度末まで）」

については、現在、紙レセプトで請求の医療機関

については、最大 5年義務化が猶予されると理

解してよいのか ( 現実には減価償却期間を調査す

ることは難しいと思われる ) 。また、緩和要件の

4番目の ( ウ )「電子媒体で請求可能な医療機関

であって代行送信の体制が整っていないもの」と

は、どういう状況をさすのか。各郡市医師会でも

代行送信についての体制の整備をせざるを得ない

のか、考えを伺う。

西村常任理事　今回の省令改正について、オンラ
イン請求義務化の方針は変えていない。小規模・

高齢が理由でオンライン請求が困難である医療機

関に対し配慮するという方針を具体的に示したも

のだが、これらの免除規定は根拠に乏しく、義務

化反対の意見をかわす狙いがあるものとしか考え

られない。厚労省は医療事務効率化の観点から、

オンライン化を進めているといっているが、オン

ライン化により、国や保険者にはメリットがある

と考えられるが、医療機関には特段のメリットは

考えられない。

今回県医師会としてのパブコメを投稿した。

その要旨は、「審査支払機関と保険者との間のオ

ンライン化が進んでいない現状で、医療機関に義

務を押し付けることはいかがなものか。オンライ

ン化を進める明確な理由を示していただきたい。

オンライン化によるセキュリティの確保と個人情

報保護上の法整備の確立を願いたい」ということ

である。

この度の緩和要件の 3について、リース期間

の特定や調査は困難であると考えられるので、現

時点では 5年間猶予期間があると考えてよい。

緩和要件 4の ( ウ ) については、郡市医師会で

代行送信を取り組んでいなければ、当面免除され

ることになる。これは日医に確認済みである。し

かし支払基金や国保連合会で代行事業を取り組む

計画があるので、それらが整備されることになる

と、この免除規定がはずされる可能性もある。

4. 学校健診について
毛利久夫議員 ( 岩国市 )　学校保健安全法下での
学校健診業務に関して、同法では毎年就学前の児

防府

清水　暢議員



平成 21年 12月 山口県医師会報 第1792 号

1155

と在学児童生徒の健康診断を行うことを義務付

けている。この健康診断の内容は時代の変遷とと

もに大きく変わってきてい

ることは否めない事実であ

る。医療、環境衛生未整備

の過去においては健康診断

で感染症、心疾患等、新た

な身体的疾患が発見される

機会が多々あった。しかし

整備下の近年にあっては疾

患の大半は既に医療管理下

にあり健診の意味合いに疑

問さえ感じることもある。また大規模校での内科

健診は 1回に 200 人強の学童を 1時間半でこな

すという超荒業健診内容となっている。学校健診、

内科健診で新たに発見される身体的疾患が 1年

にどのくらいあるのか把握されているか。あれば

お示しいただきたい。

　また学校保健安全法においては各学校に校医

を置くことも義務付けている。その校医は、制度

発足以来一貫して教育委員会のもと非常勤で地区

開業医がつとめてきた。この教育現場での非常勤

という校医の軽さゆえ、また地方の医師不足も手

伝って一人の校医が複数校を掛け持つことも日常

的で、特に眼科・耳鼻科にいたっては 7～ 8校

を受け持つ有様である。これは軽い存在としての

校医の辻褄合わせとしかいいようがない。この非

常勤校医の軽さから、校医としても学校保健に対

して十分な対応どころか片手間にならざるをえな

いのが現状である。また学校現場では、法律に規

定されているから、単にせざるを得ないといった

風潮もみうけられ、現実的問題が発生している。

　具体的には、近年個人のプライバシー重視とセ

クハラ感の変化により特に内科健診の現場におい

て、女子の上半身診察の問題、いわゆる上着・ブ

ラジャー着用問題が生じている。とる、とらな

いで混乱が生じており、当医師会内でも、校医と

校長との内科健診の見解の相違から校医辞退にま

で発展した事例も生じている。この問題は聴診の

みならず側彎検診にも支障を来している。これは

個々の現場で解決できるものではない。県医レベ

ルで、教育委員会、校長会、養護教諭会、PTA会、

医師会の五者会談的な中で検討する必要があると

思われるが、県医の見解を伺う。

　こうした内科健診の現状を考慮した場合、費用

対効果の面においても、また心の問題を中心とし

た最近の医療ニーズの変化からしても、従来の健

診スタイルの合理的な見直し、その必要性がある

と考えるが、県医の見解を伺う。

　最後に日本の将来を託す児童生徒の健康安全を

守る学校保健の意義は重要なものであることには

間違いない。それに比べ学校医の制度設定の根幹

の文科省発想法はまことに貧弱極まりないものに

なっている。学校医としては今後さらに責務の増

大も予想され、現実に側彎検診にいたっては訴訟

までにも発展している。そのため学校医の制度設

定として大規模校にあっては学校医の専従制が求

められる時代と考えるが、県医の見解を伺う。

濱本常任理事　女子生徒の内
科健診の問題については、い

ろいろなところであがってく

る。学校健診や内科健診で新

たに発見された身体的疾患の

統計は、教育委員会に問い合

わせたところ、今のところな

いようである。学校心臓検診

は県医師会でも統計をとっているが、ほかは把握

していないようである。

　11 月 14 日に中国四国学校保健担当理事連絡

会議があり、そこで提出議題として回答をいただ

いたが、はっきりした統一見解は出ていないよう

である。

　平成 6年 12月 8日、文部科学省の通知で学校

保健法の施行規則の一部を改正する省令の施行及

び今後の学校における健康診断の扱いにおいて、

健診時のプライバシー保護についての明記があ

る。県医としては健診方法について統一した指針

を提示することは控える。というのは、近年プラ

イバシーの問題が大きくなっており、ここで一定

の見解を呈することは、かえって問題が大きくな

ることが懸念されるので、今のところは無理かと

考えている。しかしご指摘の通り学校医は健診に

おいて、循環器、呼吸器、脊柱側彎、現在では虐

待なども見つけなければならないので、非常に責

務が大きくなっており、いい加減な健診はできな

岩国市

毛利久夫議員
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くなっている。

　中国四国学校保健担当理事連絡会議の回答を事

前にもらっているが、どこの県でも一定の健診ス

タイルを提示しているところはない。どこの県も

結論の出ない問題と回答している。結局現場で校

長を含め養護教諭と話し合って独自の健診スタイ

ルを決めてもらいたいという回答であった。岩国

市医師会では内科健診の見解の相違から校医の辞

退まで発展したことは残念に思う。校長、養護教

諭、PTA を交えての協議には、学校保健委員会

がふさわしく、そこで学校独自の健診スタイルを

話し合ってもらうのが理想と思う。帝人から出て

いる健診着で、繊維の上から聴診できるものがあ

るようだが、これだと側彎がみえないし、側彎を

みるためには着衣は問題となる。また健診着を

リースしている会社もあるようである。当県では

今のところ統一見解は出せないところである。

毛利久夫議員 ( 岩国市 )　産業医と同じようなシ
ステムを提言する考えはあるか。

濱本常任理事　産業医のように ｢何人から ｣とい
う定義は学校医にはないので、現在では無理であ

ろう。

5. 新型インフルエンザ（A/H1N1）ワクチン接
種について
砂川　功議員 ( 小野田市 )　
現在、インフルエンザワク

チンが県内各地で接種され

ている。季節型インフルエン

ザワクチンが10～11月 (市

町により異なる ) から、新型

インフルエンザ (A/H1N1) が

「新型インフルエンザ患者の

診療に直接従事する医療従

事者・医師、看護師」を対

象に 10 月 19 日から接種が

始まり、当初の希望者の半分以下程度の接種しか

できていない。そのような状況の中で 11月から

優先接種対象者（妊婦、基礎疾患を有する者等）

に新型インフルエンザワクチンの接種が始まる。

その優先接種を行うにあたっては、優先接種対象

者証明書、新型インフルエンザ予防接種予診票 (3

種類 ) 、新型インフルエンザ予防接種済証など、

8種類の書類が必要になっている。この書類は厚

労省のホームページから各自がダウンロードし

て準備するようにと郡市医師会長会議（10月 15

日）でいわれた。医師会員各自それぞれがそのこ

とをするのは不可能なので、小野田市医師会では

医師会が 8種類の書類を厚労省ホームページか

らダウンロードしてそれをコピーして会員全員に

配布した。このような準備におわれているときに、

10 月 19 日付けで、二次医療圏を管轄する健康

福祉センターから 10 月 30 日 ( 金 ) 午前中まで

にワクチン接種希望者数を提出するようにとの書

類が届いた。

　山口県内の予防接種は、平成 15年から山口県

医師会で発足した広域予防接種運営協議会で、県

医師会担当理事・郡市医師会担当理事・県内市町

行政担当者・県行政担当者等の合同会議で、高齢

者インフルエンザ予防接種、乳幼児各種予防接種

の県内標準料金等を決めてできるだけ県内統一を

図りつつ実施されているところである。

　今回の新型インフルエンザワクチンも、医療従

事者へのワクチン接種は郡市医師会でまとめて県

医師会に提出し、そして県へ報告され、県から各

医療機関へ該当する本数を卸問屋へ通知して施行

された経緯がある。特に 11月からの優先接種対

象者は、この任意の予防接種をかかりつけ医が該

当する患者の同意を得てされるから、月1回受診、

2週間に 1回受診など、すぐには該当する患者数

を把握するのは難しい。このような状況こそ県医

師会が医療現場の実情に即応した態度をもって当

たるべきだが、いかがか。

　要はまったく医療現場を理解できない国や県

が、新型インフルエンザワクチン接種においてコ

ロコロ変わる行政をしていることで、われわれは

混乱の極みを感じている。それと、県医師会から

の通知がパソコンでほぼ毎日来るが、これをいか

に会員に通知するか、大変な作業である。昨日、

小児科領域の慢性疾患の最優先基準対象基準の注

意をしてほしいという通知がきたが、これを申請

する場合は必ず小児慢性特定疾患受給者証を持参

している方と明記している。確かに慢性腎不全患

者や重症心身障害児、各種代謝疾患等の受給者証

小野田市

砂川　功議員
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が必要な子どもたちが当然と思うが、ただ問題に

なっているのが、気管支喘息の話である。新型イ

ンフルエンザが流行しているが、基礎疾患のない

60% 以上の子どもが重症な肺炎や急性脳症を発

症している。決して基礎疾患のある子どもだけで

はなく、まったく正常な子どもでも 60% 以上が

そういう状況になっている。気管支喘息も対象疾

患となっているが、山口県は 6歳までは医療費は

無料である。こういう特定疾患受給者証は医療費

の助成をくれというもので、われわれは多くの患

者を診ているが、いちいち申告はしていない。す

でに公費があるわけだから、当然喘息の子どもた

ちも多く診ている。そういう子どもは受給者証を

申請せずとも、早期にワクチン接種を受けられる

はずである。医療現場を分かっていれば、こうい

う文書は出てこないということを述べて終わる。

濱本常任理事　当会も国や県の対応で振り回され
ている状態であるが、とにかく早く情報を流して

いる。

　今回のことについて、国からの文書をよくみる

と、最優先接種患者は (10 月 30 日開始 ) 小慢受

給者証をもっている者が対象となることが記載し

てあったので、誤解がないように通知した。

関連質問
斎藤　永議員 ( 山口市 )　非常に行政が変わって
いろいろなことをやっていく。30 日までに纏め

て出そうと従業員と一生懸

命やっているが、われわれ

に連絡もなく、27 日夜に

接種ができるようになると

マスコミに情報を流してい

る。ではどこにワクチンが

あるか、何もない状態であ

る。そういうことを行政は

勝手にするので、問い合わ

せてみたところ、｢ 医師会

に 4時ごろ流した ｣とのこと。4時に流して、周

知ができるものか。以前も発熱外来について、わ

れわれが知らないうちに中止となった。そのとき

の郡市医師会長会議でも県に要望したが、県は ｢

次回からきちんと県医師会に説明してから ｣と回

答した。今回は「1時間前に流すことで、きちん

と県医師会に通知した」という。つまり「医師会

に情報を流したから終わり」ということである。

これは完全に医師会が舐められているというこ

となので、抗議していただきたい。今回のことは

保健所も知っていない。保健所は 30日までに医

療機関にどのくらい必要かを調査しているのに、

30 日に新聞に出てしまい、各地の保健所だけで

なく病院や診療所に接種できるかという問い合

わせで、大変な状態になっている。県健康福祉部

は医師会や現場を舐めているとしか言いようがな

い。次回も同じことにならないように抗議しても

らいたい。

濱本常任理事　記者発表の内容が「だれでもで
きる」ということで、マスコミからたくさんの問

い合わせをいただいた。その内容はお粗末で拙速

だった。今後は記者発表に関しても、次回はワク

チン配付が 11月中旬になるが、事前に県から報

告があれば、すぐに郡市医師会長に相談しながら

並行して行うことを県に申し入れる。

木下　毅議員 ( 下関市 )　この問題については、
10 月 15 日の郡市医師会長会議の時に県の担当

者が来られ、接種医療機関を発表する場合、混乱

がないように、ワクチンが配付されてから発表す

るように申し上げた。ところがまったく無視され

ているということで、厳重に抗議すべきである。

6. 病児･病後児保育事業への助成について
石川　豊議員 ( 下関市 )　病児・病後児保育は、
子育て支援事業の中で、安心して子育てができ、

子育てと就労の支援を目的とした大切な事業であ

る。両親とも働いている家

庭や、単身世帯が増加して

おり、経済不況もあってさ

らに増加している。それに

伴い、病気の子を保育して

もらえるこの事業の重要性

が高まっている。現在下関

市には 3か所の事業所が設

置されており、その目的に

かなった活動を展開してい

山口市

斎藤　永議員

下関市

石川　豊議員
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る。下関市が行ったアンケート調査でも、多くの

保護者からさらに増設してほしいという要望が寄

せられているようである。

　ところが、厚生労働省は平成 21 年 4 月から、

この事業に対する補助金を利用実績に応じた支給

方法に変更した。今回の改訂により、利用者が多

い事業所にとっては支給額が増えてメリットが大

きくなるが、一方で利用者の少ない事業所では運

営が大変に厳しくなることが予想される。病気の

子どもを安全に保育するためにこの事業には基準

が設けられており、利用者の数には関係なく一定

の看護師や保育士の配置が義務づけられている。

今回の改訂により利用者の少ない事業所において

は最低限の職員配置を困難にし、事業の閉鎖を招

く可能性がある。また、新たに事業を始める者に

とっても、最低限の収入が補償されなければ利用

者が一定せず、不安定なこの事業への参入を困難

にすることが考えられる。ある程度利用実績に応

じた体系に変更するにしても、その下限は運営が

成り立つための最低限の運営補助をしていただけ

るよう要望する。もちろんわれわれも市長にもこ

の要望を行っているが、厚生労働省の事業であり、

市だけで対応するのは困難なようである。どうか、

山口県医師会から日本医師会を通じてこの要望を

厚生労働省に伝えていただきたい。

濱本常任理事　病児・病後時保育事業において、
以前はたとえば定員 4名で 848 万円、定員 2名

だと 603 万円が補助されており、人数 ( 利用者 )

が何人こようが変化はなかった。これが平成 21

年4月から一律に基本分150万円、加算分として、

10人以上～ 50人未満だと 50万円、50人以上～

200 人未満だと 156 万円というように、年間延

べ利用児童数により決め

られており、人件費だけ

で消えるか、赤字経営に

なる。事前に調べてみる

と 200 人以上～ 400 人

未満だと厳しいことが分

かった。人数が多ければ

収益が上がるが、少なけ

れば赤字経営となる。こ

のことは先日開催した自

民党県連環境福祉部会 ( 旧厚生部会 ) との懇談会

で事情を説明し、厚労省の事業なのですぐには変

えられないが ( 負担割合は国・県・市町がそれぞ

れ 3分の 1) 、県や市が少しでも助成できないか、

自民党議員に申し入れしている。11 月 12 日に

日医母子保健委員会が開催され、厚労省も参加さ

れるので、事情を説明してお願いする予定である。

7. 健康福祉センターの統合について
水津信之議員 ( 防府 )　現実の地域医療圏に対す
る考慮もなく山口・防府医療圏が設定され、その

上県当局は行政のスリム化と効率化を理由に、平

成 22 年度より防府健康

福祉センターの山口健康

福祉センターとの統合・

移転計画を進行させてい

ることは、先般も申し上

げたとおりである。歴史

的にも地理的にも、山口

地区と防府地区は別個の

医療圏であることは言う

までもなく、患者さんの

受療行動をみても各々の医療圏内でほぼ完結し

ているのが現状である。防府健康福祉センターの

統合・移転は、行政主導による山口・防府医療圏

の既成事実化を図るものであり、今後は 4疾病 5

事業を中心とする地域医療計画の見直しや、拠点

病院設定の再調整等が俎上に上がるのは必至と思

われる。今春からの新型インフルエンザ対応策に

ついては、防府健康福祉センターを中心として防

府医師会も参画し、その他、市内の行政機関や関

係諸団体と防府医療圏内での対策を協議・立案し

てきた。その経験からは、医療圏域の状況や特性

防府

水津信之議員
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を十分に考慮しなければ、実効性のある計画・立

案が難しいことを痛感させられている。今後、医

療環境がますます複雑化していく中で、感染対

策に限らず医療のさまざまな側面で、医療圏内

での医療行政の中核たる健康福祉センターと、医

療の実務者である地域医師会との緊密な連携が重

要になる場面は増えていくことが想定される。つ

まりは、圏域に在り、圏域の状況・特性を十分

に理解できる健康福祉センターが絶対に必要であ

る。発生が懸念される新たな新型インフルエンザ

(H5N1) が、仮に防府医療圏域で発生した場合、

果たして迅速に対処できるのか。もし、逆に山

口から健康福祉センターがなくなり、統合・移転

されれば、山口圏域住民は不安を感じないだろう

か。私どもは防府健康福祉センターの存続を強く

要望する。先日も県当局より、来年4月より移転・

統合実施の一方的な通告があった。当医師会でも、

市行政及び三師会で協力して存続の署名活動等努

力するが、県医師会においても防府健康福祉セン

ターの存続について、是非とも木下会長自ら、県

知事に対して申し入れをしていただけるよう、切

にお願い申し上げる。

木下会長　前回代議員会でもこの問題の要望があ
り、直ちに県に要請したところであるが、どれほ

ど効果があったかは不明である。1週間前に自民

党県連環境福祉部会 ( 旧厚生部会 ) との懇談会を

行った折、この件について問いかけたところ、こ

の事案は議会のマターではなく、総務部の事案と

のことで、総務部と掛け合わなければならない。

県からは健康福祉センターではないが、支所的な

もので機能が十分果たせるものでいかがかと言わ

れており、防府医師会に説明にいきたいとのこと

である。次の段階で県知事にお会いできれば、こ

の要望をもっていきたいと考えている。

水津信之 ( 防府 )　現在われわれもパンフレット
作成と署名活動をしているところである。執行部

も防府選出の県議会議員に挨拶したりしている。

署名活動も医師会だけでなく、保健センターが絡

んでいる職種 ( 商工会議所など ) にお願いし、防

府市民を動員する覚悟でいる。木下会長にはご足

労だが、二井知事に会ってもらい要望にいきたい

と思う。

採決
　保田議長、採決に入る。承認第 1号について、

賛成の議員の挙手を求め、挙手全員により可決さ

れた。

閉会挨拶
木下会長　本日は 7題の質問のほかに関連質問
も出る非常に充実した代議員会でありました。こ

れを契機に今後も充実した医師会活動を展開して

いきたいと思いますので、これからもよろしくお

願いいたします。

閉会宣言
　保田議長、第 162 回山口県医師会定例代議員

会の閉会を宣言する。
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広報委員　長谷川奈津江

　第 162 回定例代議員会を傍聴した。

最初の開会挨拶では木下会長が、医師会に

とって今年は政権交代と新型インフルエンザの

年であると話される。

　杉山専務理事による日本医師会臨時代議員

会の報告の中でも、民主党との関係改善のため

日医執行部の退陣を求める意見があったとのこ

と。社会全体のあらゆる方面に『政権交代』が

影響を及ぼしていることを認識。

　

この日は、７題の質問が出された。

　トップバッターの木下　毅先生から、代議員

会の運営を簡略化して代議員の意見を聞く時間

に重点を置いてほしいと要望が出されていた。

さっそく当日の進行もこの要望が反映されてい

たようだ。質問席に立たれた木下先生の、今日

は非常に簡単な進行で大変よろしい、これから

も続けてほしいとの明るい発言に会場全体から

同感の笑いと拍手が起こった。

　新型インフルエンザワクチン接種について質

問を出された砂川　功先生は、医療現場を全く

理解していない国や県の方針が定まらないゆえ

非常な混乱が生じていると強く訴えた。関連質

問の斎藤　永先生も、医療機関に事前連絡なく

国がマスコミに情報を流すことへの怒りを率直

に表現された。ワクチンがいつどれほど届くか

分からない状態でマスコミには接種の前倒しが

発表され、外来には問い合わせの電話が殺到し

診療に支障を来している。なぜ医師会への十分

な説明連絡がないのか、医師会は行

政に軽視されてないか、（先生はもっ

と直截的な表現でした）断固抗議す

べきである。

　国が、現場と乖離した方針をマス

コミに次々と発表するのは、国民の

目を意識している点もあるだろう。

マスコミが新型インフルエンザについて連日報

道するのは、国民が知りたがっているからだろ

う。ではマスコミは国民の目であり耳であり口

なのだろうか。

　国内で発症者が出始めた頃の仰々しい TV

ニュース、なぜ感染者の学校や宿泊ホテルを

映す必要があったのか。何かといえばスペイン

風邪のことを引き合いに出して（たいてい不気

味な BGM付き）、専門家でもない人たち（コ

メンテーターとかいう職種？）がこれから間違

いなく襲ってくるはずのパンデミックに怯えて

みせた健康番組。スペイン風邪が流行したのは

90年前第一次世界大戦中のことで、栄養状態、

衛生状態、医療状況が現在と全く異なる。今回

の流行に限っても南米、北米に比べ重篤な犠牲

者が少ないのは日本では医療へのアクセスが優

れているからだろう。当たり前のことを報道し

ても面白くないらしい。

　一時的に消費されては忘れられる情報ではな

く、必要な知識を冷静に報道してほしい。

　この国のマスコミが、遠くまで見渡せる目に、

大きな音に隠れた小さな声を聞く耳に、わめく

のではなく正しく語る口に成熟できるように働

きかけはできないだろうか。

　浅薄なマスコミのミスリードを防ぐために

も、専門家集団としての医師会からの迅速な情

報発信がますます重要になってくると考える。
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4. 平成 21 年度予算案
　収入合計は 1,622,627 円で、内訳は年会費

1,022,000 円、県医助成金 300,000 円、前年度

繰越金 300,627 円である。

　支出合計は収入合計同額で、内訳は全国有床

診連絡協議会会費 511,000 円、中国四国ブロッ

ク会会費 180,000 円（平成 20 年度分 100,000

円、平成 21 年度分 80,000 円）、旅費交通費

798,660 円、その他、予備費は 92,967 円である。

　懸案の会費については、昨年度同様の県部会費

として 7,000 円、全国協議会費として 7,000 円

の計 14,000 円とすることが提案された。

　これら予算案と会費案について、審議の結果、

全会一致で承認された。

5. その他
　「山口県の有床診療所の稼動に関するアンケー

ト」（9月 30日実施）について報告したが、170

機関対象のうち、130 機関回答（76.5％）であっ

た。とりあえず、これを中間報告として、さらに

未回答の機関に再アンケートし、できるだけ山口

県の有床診療所の稼動実態を把握していくように

することとなった。

　以上で、総会議事を終了した。次いで、日医今

村定臣常任理事の特別講演を開催した。

特集
特別講演会

今村定臣日本医師会常任理事
　"有床診療所を巡る動向について "

印象記：山口県医師会有床診療所部会　部会長　加藤欣士郎

　今回、山口県医師会有床診療所部会総会に日

医の有床診担当である今村定臣常任理事をお招き

し、「有床診療所を巡る動向について」と題した

特別講演をしていただけたことは、22 年間に亘

る有床診療所協議会の活動の中でも特別なことで

ある。つまり、これまで日医の中で、有床診療所

の問題を本気で取り上げ、熱意をもって日常的な

取り組みをしていただける常任理事は今村定臣先

生をおいて他になかった。

　全国有床診療所協議会総会では 5～ 6年前よ

り必ず日医会長、執行部が出席し、挨拶、講演を

していただけるようにはなってはきた。しかし、

その講演では医療一般のことは述べられても、有

床診について個別に語られることは皆無であっ

た。一時間にわたって有床診のことだけを講演

できる日医常任がいてくださることが画期的であ

印象記：山口県医師会有床診療所部会　部会長　加藤欣士郎

と　き　　
平成 21 年 10 月 29 日（木）

ところ
山口県医師会館　6F 大会議室
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る。全国有床診連絡協

議会理事会でも今村定

臣先生は自分の講演が

終わっても退席されず、

最後まで理事会での議

論に参加してくださっ

た。

　日医が唐澤執行部に

なって、「日医有床診療

所に関する検討委員会」

が常設の委員会として

格上げされた。このことで有床診問題がやっとで

はあるが、日医の中で一定の位置付けがなされた。

さらに、日医総研で江口成美主席研究員が有床診

の実態を調査、研究し、有床診の実情と将来像に

ついて優れた研究報告をしている。これが有床診

問題を語る上での理論構築に大きな役割を果たし

ている。

　講演の中でも詳しく述べられたが、厚労省が有

床診の現地調査を実施したことは画期的なことで

ある。これまで、有床診について厚労省は「生か

さず、殺さず」、無視をし続けてきた。その厚労

省が直属の担当官を全国に派遣し有床診を視察し

たことは特筆すべき事実である。厚労省の重い腰

を上げさせ、全国視察に同行された今村定臣先生

の力量と熱意に敬服するばかりである。

　去る 8月 19日には都道府県医師会有床診療所

担当理事連絡協議会が初めて開催された。これま

で、日医で有床診療所のためだけの担当理事協議

会が開催されたことはなかった。これは日医が本

気で有床診のことに取り組んでいることの証しで

ある。さらに、次期診療報酬改定に向けて、有床

診の入院基本料のアップが日医の重点要求項目の

一つとして取り上げられた。

　8月の衆議院選で政権交代が起こった。民主党

は中医協から日医委員を排除した。これまで中医

協委員としてわれわれ会員を代弁してこられた日

医役員の先生方には断腸の思いであろう。とくに

藤原淳先生には次期診療報酬改定のため、身を粉

にして奮闘されてきたことを思うと、山口県医師

会員として悔しさに耐えがたいこと千万である。

　いま、予算編成を前にして「仕分け作業」が行

われている。「無駄」を洗い出し、それを削るこ

とは結構なことである。しかしながら、医療費に

ついての「仕分け」は納得がいかない。そもそも

仕分け委員に提示されたデータが全くでたらめで

ある。はじめから勤務医と開業医を分断すること

を意図している。さらに開業医間で、内科・小児

科とその他の科を分断しようとしている。中医協

は専門的な知識と経験をもった識者が正確な資料

に基づき、時間をかけて医療費の適正な配分を審

議する場である。それを政権が恣意的な個人的人

選で委員を決めることなどあってはならない。さ

らに、何の知識も経験も無い者に、いい加減な資

料を基に意見さすことなどもっての他である。政

権与党に猛省を促したい。あるいは担当大臣にだ

けは常識をもっていただくことを少なからず期待

したい。

　後半、話がそれてしまったが、診療報酬の次期

改定では、全体の改定率については政治マターで

ある。しかし、つまるところ個別の点数配分は厚

労省医療課長の胸の中である。厚労省の現地調査

で知っていただいた有床診の悲願である入院基本

料の大幅アップの声が届いていることを信じるも

日本医師会常任理事

今村定
さだ

臣
おみ

先生

のである。
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加藤 ( 司会 )　定刻になりましたので、今村日医
常任理事との座談会を始めさせていただきます。

今村先生には講演に引き続き、大変お疲れのとこ

ろ恐縮ですが、約 1時間ほどの座談会にお付き

合いいただきたいと思います。最初に木下県医師

会長からごあいさつをお願いいたします。

木下会長　先ほどの今村先生のご講演を聞いて、
本音というか、込み入ったことをお聞きする絶好

の機会ですので、そういう意味合いも込めて、座

談会をすることになりました。この内容を会報に

載せて、ぜひ会員のみんなにも読ませてあげたい

と思っていますので、どうぞよろしくお願いいた

します。

加藤 ( 司会 )　本日は、今村先生にご講演いただ
きます前に、山口県有床診療所部会の総会を開催

いたしました。山口県有床診療所部会は昨年度

発足したばかりです。それまでは山口県の有床診

療所協議会は下関市医師会に事務局を置いていま

した。昨年度から木下会長の肝いりで、山口県医

師会の直属の部会として有床診療所部会を設けて

いただきました。県の部会として発足してまだ 2

年目ですが、今後、山口県は、有床診療所を地域

の拠点医療機関というかたちで重視していくとの

県医の方針をいただいています。

山口県有床診療所アンケートについて
加藤 (司会 )　先にこの10月に実施したアンケー
トの説明をさせていただきたいと思います。現在、

山口県の有床診療所は 170 機関あります。アン

ケートでは、そのうち 130 機関、76.3％の医療

機関からご回答いただきました。この 130 の回

答機関のうち、ベッドを稼働している機関が 87

機関、稼働していない機関が 43機関であり、約

3分の 2が稼働しています。そのうちの 73名が

有床診療所協議会の会員です。

　「稼働をやめた時期はいつごろか」という設問

では、平成 14 年に診療報酬の大改定があって、

そのころから休止がどんどん出てくるようになり

○出席者○

日本医師会常任理事　今村定臣先生

広報委員 ( 津永長門、阿部政則 ) 、

県医師会 ( 木下会長、三浦・吉本両副会長、杉山専務理事、弘山・田中義人両常任理事、河村理事 )

特集 有床診療所座談会
―今村定臣日医常任理事を囲んで―

と　き　平成 21 年 10 月 29 日 ( 木 )　　ところ　　山口県医師会館


